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研究要旨：【目的】本研究は、自治体の公衆衛生医師の確保を促進するために、

1)女性医師、若手医師、ベテラン医師が公衆衛生医師の具体的な活躍のイメー

ジを関係組織と共有すること、2)社会医学系専門医認定プログラムや自治体の

公衆衛生医師養成プログラムを基に、行政機関の公衆衛生医師におけるコンピ

テンシーとその育成プログラムポリシーを策定すること、3)公衆衛生医師に求

められる資質や育成に関するガイドラインを整備することを目的としている。

女性医師や若手医師、50～60 台の比較的高齢の医師が保健所をはじめとする公

衆衛生分野で活躍するための認識や課題、障壁などを抽出するため、新たな調

査を行うとともに、離職率が高いとされる公衆衛生医師の確保・育成について

の知見を取りまとめ、これらをもとに具体的な手法についての検討を行った。

これらの成果については関連事業である地域保健総合推進事業（全国保健所長

会協力事業、以下「全国保健所長会事業」）と共有しながら、各都道府県が公衆

衛生医師の確保・育成のために活用出来る基礎資料を作成していく。現場の意

見を反映させながら客観的な計量分析を行うことで、公衆衛生医師の増加に資

する政策がリアリティを持つものとなり、人材確保ならびに人材育成プログラ

ムの整備が進むと考えられる。 

【方法】本研究では公衆衛生医師の現状分析における新たな調査手法として臨

床医に対するアンケート調査を実施した。調査項目は、行政機関勤務の公衆衛

生医師に対する認知度、イメージおよびコンピテンシー習熟度やキャリア意識

とした。調査対象は民間インターネット調査会社が保有するパネルのうちラン

ダムに抽出した日本全国における 25 歳～70歳の医師 412 名を対象に、「個人属

性に関する質問」、「一般臨床医師を対象にした公衆衛生医師のイメージに関す

る質問」、「コンピテンシーに関する質問」の三つの側面から調査し、基礎的集

計を行った。 

新たな現状分析調査として、上記に加え、全国保健所長会事業や関連組織と
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連携し、現場で働く公衆衛生医師からのヒアリングを行うことで、より具体的

で実情に即した事例の収集、モデルケースの抽出、検討を行った。ヒアリング

調査では全国保健所長会及び各自治体に対して協力を仰ぎ、協力が得られた①

全国の保健所長または保健所勤務医師②都道府県の保健福祉部門に勤務する医

師(行政医師) を対象とした半構造化質問票を用いたリサーチ・インタビューを

実施した。調査対象は調査に同意した 5名であり、調査の合計時間はおよそ 8

時間（1人あたり平均 96分（最小値約 40 分～最大値 120 分））であった。加え

て、本研究では公衆衛生医師の現状における新たなデータ収集として広告専門

医の取得情報が調査項目に加えられた 2010 年から 2014 年までの「医師・歯科

医師・薬剤師調査（以下、三師調査）」の個票を解析する。初年度にあたる今年

度は、まず統計法第 32条に基づく分析データの取得がおこなわれ、この作業に

平成 30 年 4 月下旬まで要した。さらに、研究手法の重複や無駄を省き知見を統

合するため既存研究の時系列レビューを行い、これまでの主な厚生労働省の公

衆衛生医師確保対策の網羅的に探索し、論点整理と課題抽出を行った。これら

をもとに都道府県の公衆衛生医師確保対策や職場環境の整備、人材育成制度等

の基礎資料としてまとめた。 

【結果】公衆衛生医師の現状分析に関する新たなデータ収集として臨床医に対

するアンケート調査を行った結果、医師資格取得年数は平均 25.0 年であり、年

間収入は概算平均 1,543 万円で、男性・50代・専門医資格を有する層の年収が

相対的に高い傾向があった。公衆衛生医師領域の認知率はベテラン医師で比較

的高い一方、関心がある割合は女性や若手医師で比較的高い傾向がみられた。

コンピテンシーについては 60代以上で全般的に高い自己評価となり、30代以下

では『分析評価能力』の「法令に基づく統計調査を正しく理解し，データを的

確に使うことができる」が低い結果となった。 

行政医師に対するインタビュー調査については、医師確保の課題として公衆

衛生行政医師業務の魅力を効果的に発信できていないことが示唆された。一

方、公衆衛生行政業務のやりがいやワークライフバランスを踏まえると、潜在

的な「なり手」は存在すること、組織や地域を越えた人材交流の枠組みを構築

することによって医師確保を促進しうることが示唆された。育成上の課題とし

ては「育成プログラム」や「研修機会」の欠如が挙げられ、キャリアラダーな

どを用いてコンピテンシーを踏まえたキャリアパスを明示することに加え、オ

ンライン研修の充実や自治体内研修受講の義務化が重要であると考えられた。

全国的には公衆衛生医師の絶対数不足とさらなる減少傾向、地域偏在が深刻な

状況である。そこで、都道府県の実態を統合することで公衆衛生医師の人材確

保に係る課題を整理することができた。 

厚生労働省の公衆衛生医師確保政策における論点整理と課題抽出において
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は、これまで開発されたガイドラインやチェックリストなどのツールや好事例

集の類似点、相違点が明らかになった。人口減少や専門医制度、地域医療構想

等、時代の変容に合わせた利活用方法について概観し考察を加えた。 

【結論】本研究は、自治体の公衆衛生医師の確保を促進するために、女性医

師、若手医師、ベテラン医師、都道府県の修学資金制度を利用した医師など、

細分化したターゲット別のアプローチを関係組織と共有し、社会医学系専門医

認定プログラムや自治体の公衆衛生医師養成プログラムと連動した研修手法を

検討するという包括的なアプローチを用いている。本年度は、これまでの全国

保健所長会事業の取り組みを踏まえながら、新たな定量的調査及び分析を行

い、人材育成プログラムの開発と行政機関における現場の実態把握とを一体的

に検討し、具体的な公衆衛生医師確保のためのガイドラインおよび指針に繋げ

ていく素地が出来た。今後は、これらのエビデンスに基づいて抽出された公衆

衛生医師確保のポイントを自治体担当者向けに簡便かつ魅力的に見せ、自治体

規模や地域特性に応じて公衆衛生医師確保の手段として役立てられるようなツ

ールを構築していく必要があると考えられる。本研究を通じて全国保健所長会

事業と本研究班や教育・研究期間、臨床で働く医師のネットワークが交流する

機会を持ち、連携し、公衆衛生領域の意義を広め、活性化を促すことも副産物

の一つである。今後、より具体的で精緻な人材確保および育成手法の確立が求

められる。 
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A．研究目的 

 近年の目覚ましい医療技術の進歩や急速

に進む少子高齢化、経済・地域格差の増

大、医療制度や医療経済の改訂に伴う社会

環境の変化により公衆衛生領域が担う役割

は重要性を増している。その中で、公衆衛

生医師は医学に係る科学的エビデンスを社

会に適用し、行政システム、地域住民や社

会構造など俯瞰的な視野から幅広い事業に

取り組み、国民の健康増進に大きな役割を

果たしている。   

これからますます重要性を増していく公

衆衛生医師の人材育成にあたっては、公衆

衛生医師の具体的なイメージを共有するた

めの事例の収集や、コンピテンシーに基づ

く人材育成プログラムが必要であることは

論を待たない。一方、公衆衛生医師の不足が

指摘される現状において、とりわけワーク

ライフバランスを必要とする女性医師や地

域保健、社会医学領域に関心を持つ若手医

師、体力的な制約のあるベテラン医師も活

躍できる環境整備が求められている。それ

に対して本研究では、公衆衛生医師確保に

対する今後の適切な施策を考える際に不可

欠な医師のキャリア志向とその実態を把握

するための調査票の作成、調査手法の開発

を行う。 

医師のキャリア形成は、多面的様相をも

つ。例えば、女性医師、若手医師、ベテラ

ン医師、公衆衛生修士取得者、自治体の地

域枠医師等、ターゲット層のそれぞれの特

性によって求められる勤務環境や育成プロ

グラムポリシーが異なるため、地域性や特

性に応じた公衆衛生医師の確保および人材

育成の対応策を取りまとめることが喫緊の

課題となる。 

本研究の最終的な目標は、公衆衛生医師

の姿や職場環境やキャリア意識に基づいた

課題を整理することで、全国の都道府県が

各地域の実情に即して公衆衛生医師を確保

するための基礎資料を提供することであ

る。本研究の成果が女性医師、若手医師、

ベテラン医師、公衆衛生修士取得者、自治

体の地域枠医師等、それぞれの層で浸透し

ていくことで、公衆衛生医師の具体的な活

躍のイメージと知名度が高まるとともに多

くの潜在医師のキャリア形成と社会貢献意

識をはぐくみ、数年後には、どの都道府県

においても継続的に公衆衛生医師の人材確

保および育成を可能とするような仕組みの

基盤となることを目指している。 

本年度から 2年間で目指す成果は下記の
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とおりである。 

１．公衆衛生医師の現状に関する分析 

１）新たなデータ収集と分析①臨床医

に対するアンケート調査 

２）新たなデータ収集と分析②行政医

師に対するアンケート調査 

３）新たなデータ収集と分析③行政医

師に対するインタビュー調査 

４）新たなデータ収集と分析④三師調

査の個票分析 

２．公衆衛生医師のコンピテンシー整

理   

１）公衆衛生医師確保政策における論

点整理と課題抽出 

２）育成プログラムの試行およびキャ

リアパスを可視化するキャリアラダー

の作成 

３）アクションプラン（実践指針）の

策定、都道府県への還元とフィードバ

ック、ならびにナレッジシェア（知見

の蓄積と還元） 

 

以下、本年度に行われた調査の研究目的

を述べる。 

 

１公衆衛生医師の現状に関する分析  

１）新たなデータ収集と分析①臨床医に対

するアンケート調査 

 本研究は、全国保健所長会のこれまでの

研究成果を参考にしつつ、公衆衛生医師の

人材確保およびコンピテンシーに基づく人

材育成に向け、行政機関に従事する公衆衛

生医師に関する現状を明らかにするため

に、一般医師を対象としたコンピテンシー

の習熟度や女性医師、ベテラン医師それぞ

れにおける一般医師のキャリア志向に関す

るアンケート調査を実施した。 

公衆衛生医師の不足が指摘される現状に

おいては女性医師や経験の乏しい若手医

師、体力的な制約のあるベテラン医師も活

躍できる環境整備が同時に求められる。本

研究は一般医師が持つ公衆衛生医師のイメ

ージ、職場環境、キャリア意識に基づいた

課題をアンケート調査によって明らかにす

ることで、人材確保および人材育成に関す

る具体的かつ実情に即した検討を行う基礎

資料とする。これにより、より具体的な公

衆衛生キャリアの提案、各地域の実情に即

したロールモデルの見せ方に関する検討を

行うことを目的とした。 

 

３）新たなデータ収集と分析③行政医師に

対するインタビュー調査 

自治体の公衆衛生行政医師の確保と育成

を促進するため、公衆衛生行政医師の具体

的な業務やキャリア、その業務に求められ

る特徴的なコンピテンシーの特定に加え

て、公衆衛生行政医師の育成に求められる

要素や課題について明らかにすると共に、

具体的な公衆衛生医師人材の確保及び育成

を推進するための基礎資料を得ることを目

的とした。インタビューでは公衆衛生医師

の確保・育成を促進・阻害する具体的かつ

実際的な要因を抽出し、それらを踏まえた

実効性のあるガイドラインを策定すること

を目的とする。 

 

４）新たなデータ収集と分析④三師調査の

個票分析 

全国的には公衆衛生医師の絶対数不足と

さらなる減少傾向、地域偏在が深刻な状況

である。そこで、都道府県の実態を統合す
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ることで公衆衛生医師の人材確保に係る課

題を整理することができる。 

 本研究では「医師・歯科医師・薬剤師調

査」から公衆衛生医師数の「地域別」「性

別」「年齢別」の時系列変化を解析し、こ

の分析から導き出された結果によって、他

組織から行政医師に転向する医師や、行政

機関勤務医師からほかの勤務形態に転向す

る医師の属性を把握し、離職率が高いとさ

れる公衆衛生医師の実態を分析する。 

 

２．公衆衛生医師のコンピテンシー整理   

１）厚生労働省の公衆衛生医師確保政策に

おける論点整理と課題抽出 

本研究では、政策評価の観点から現時点

での政策的方策を可能な範囲で参照し、効

果的な確保対策や方向性を検討した。これ

は現行の対策の課題抽出や論点整理に資す

るのみならず、自治体ごとの医師確保計画

を策定する際に紐解く資料とすることが目

的である。 

 

B．研究方法 

１．公衆衛生医師の現状における新たなデ

ータ収集と分析①臨床医に対するアンケー

ト調査 

調査対象は民間インターネット調査会社

（株式会社マクロミル）が保有するパネル

のうち、職業が医師であるものからランダ

ムに抽出した日本全国における医師資格を

有する 25歳～70 歳の男女 412 名を対象と

した。調査項目は「個人属性に関する質

問」、「一般臨床医師を対象にした公衆衛生

医師のイメージに関する質問」、「コンピテ

ンシーに関する質問」の構成とし、性・年

齢別等によるクロス集計から現状分析を行

った。 

また、行政機関の公衆衛生医師における

コンピテンシーについても調査を行った。

コンピテンシーとは、公衆衛生医師として

求められる主要な能力であり、技術や知識

のみならず専門家として様々な課題に対応

するために具備すべき力のことである。本

研究では、社会医学系専門医協議会が定め

る「社会医学系専門医が備えるべき 8つの

コンピテンシー」として、従来の「保健衛

生」を超えた社会医学系専門医のサブスペ

シャルティである「保健・医療・福祉制度

の網羅的専門知識」、「健康危機管理等に対

応できる技術・経験」、「目指す方向を示し

実現する力を持つリーダーシップ」、「他職

種を巻き込んだ人材育成」について主観的

評価を行った。 

 

２. 公衆衛生医師の現状における新たなデ

ータ収集と分析③行政医師に対するインタ

ビュー調査 

全国保健所長会及び各自治体に対して協

力を仰ぎ、最終的に調査への同意と協力が

得られた下記の 5名を対象として半構造化

質問票を用いたリサーチ・インタビューを

実施した。対象は、 

① 全国の保健所長または保健所医師 

② 都道府県の保健福祉部門に勤務す

る医師(行政医師) 

であり、各対象者の勤務地または会議室を

用いて実施した。調査の合計時間はおよそ

8時間であり、1人あたりのインタビュー

時間は約 40 分から 120 分程度であった。

なお対象者には、調査に先だって「公衆衛

生行政医師のキャリア構築と育成に関する

インタビュー調査のお願い」と題した調査
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企図と調査内容を示した文書及び、「イン

タビュー調査における倫理的配慮につい

て」と題した書面を提出し、予め対象者か

ら同意を得た。先進的取組を実施している

自治体等の取り組みや、全国保健所長会に

よる公衆衛生医師の新規確保方策および有

効事例、課題と解決策を収集した。インタ

ビュー後に逐語録を作成し、これまでのキ

ャリアや現在の勤務環境に関する項目にお

ける質的分析を行い、論点を整理した。 

 

３．公衆衛生医師の現状における新たなデ

ータ収集と分析④三師調査の個票分析 

初年度にあたる今年度は、まず統計法第

32 条に基づく分析データの取得がおこな

われ、この申請には、交付決定通知を受理

し倫理審査申請書の作成を始めた平成２９

年１１月より統計法第３２条での申請を経

てデータの提供を受けた平成３０年４月末

まで約６か月の期間が必要であった。次年

度の期間で、このデータを分析可能な形式

に成型する作業と、分析可能になったデー

タについての分析を行う。 

(倫理面への配慮) 

 本研究は、人を対象とする医学系研究に

関する倫理指針に沿って実施し、神奈川県

立保健福祉大学の研究倫理審査の承認を受

けて実施した(番号 保大第 29－63)。 

 

４．厚生労働省公衆衛生医師確保政策にお

ける論点整理と課題抽出 

研究班に関連の深い行政主体として厚生

労働省の取り組みを取り上げ、ホームペー

ジ、審議等の過程で配布された検討資料、

議事録等、既存資料の収集を行い、網羅的

分析を実施した。さらに、社会医学系専門

医制度や全国保健所長会の指針（ガイドラ

イン）、実施要項、マニュアルなどを参照

し、主な成果物について整理した。 

 

C．研究結果 

１．公衆衛生医師の現状における新たなデ

ータ収集と分析①臨床医に対するアンケー

ト調査 

回収数は 412 名、男性医師 90.3％、女

性医師 9.7%と男性に偏りが見られた。年

代は 50 代が最多の 39.3%、40 代が

23.1%、60 代以上が 22.1%、既婚者が

80.6%、常勤職が 90.8%、自治体勤務医は

0.5%であった。医師資格を取得してからの

平均年数は 25.0 年で 30年～35 年未満」

が 25%で最多となった。主たる診療科は

「内科」が 111 人で最も多く、「外科」40

人、「整形外科」37人と続く。年間収入概

算平均は 1543 万円。公衆衛生医師の年間

収入が自身の年間収入よりも「高いと思

う」人は 10％、「同程度と思う」人は

33％、「安いと思う」人は 57％。 

概ね自身の年間収入より「安いと思う」人

が多く、全体では概算平均で 126 万円安い

と感じているという結果となった。希望す

るキャリアは「市中（民間）病院」が

48％、以下「開業」16％、「医師以外の職

業」10％の順。公衆衛生医師領域の認知率

は 62％、関心がある人は 24％、希望して

いる人は 5％となり、認知率は 60代以上

やベテラン医師で比較的高い一方、関心が

ある割合は女性や若手医師で比較的高い傾

向がみられる。 

コンピテンシーについては『基礎的な臨

床能力』の 3項目と『分析評価能力』の

「法令に基づく統計調査を正しく理解し，
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データを的確に使うことができる」では

「基本レベル：教育・研修や業務を通じた

知識や経験があるが、誰かに教えた経験は

ない」、それ以外の項目では「未経験：教

育・研修や業務を通じた知識や経験がな

い。わからない。」の割合が最も高くなっ

ている。年代別にみると、30代以下では

『分析評価能力』の「法令に基づく統計調

査を正しく理解し，データを的確に使うこ

とができる」が全体より顕著に低い結果と

なった。勤務年数別にみると、中堅医師で

全体的に各項目のスコアがやや高い傾向に

あり、「自立レベル：教育・研修や業務を

通じた知識や経験があり、誰かに教えた経

験がある。」が最も多い項目はコミュニケ

ーション能力と倫理的行動能力であった。 

 

２. 公衆衛生医師の現状における新たなデ

ータ収集と分析③行政医師に対するインタ

ビュー調査 

【確保に関する現状と課題】 

●現状 

どの県においても、公衆衛生医師の確保

は十分とはいえず、県と政令指定都市、都

市部と地方の間でも医師職員数の格差が大

きい。県によっては、県の地域医療支援セ

ンターがキャリア支援制度を設けており、

医学生や若手医師に対して様々な支援をし

ている。 

●業務分担 

県職員として医師に何を期待しどのよう

な業務を担って貰ったら良いか、あるいは

どのような部署に配置するべきかと言うこ

とが定まっていない。今後の医師の役割明

確化が極めて重要である。 

●広報 

公衆衛生医師のやり甲斐を、いかに臨床

医に伝え、理解してもらうか、全国保健所

長会などでも、様々な取り組みをしている

が、医師の確保に向けたターゲットが限ら

れているのが現状である。例えば、保健所

医師募集のポスターを作成しても、その張

り先が限られ、大学の公衆衛生学教室以外

に広報先を確保することが困難である。 

その他の機会としては、レジナビで自治

体毎にチラシやパンフレットを配布した

り、若手医師や医学生を対象としたサマー

セミナーを開催したり、ソーシャルメディ

ア(facebook や twitter など)を使った方

法も試行したりしているが、公務員ゆえに

情報発信のしづらさがある。 

公衆衛生行政医師のキャリアを広めるた

めのメディア戦略という意味では、ドラマ

で公衆衛生医師が取り上げられ、一般の認

知度が高まるとよい。 

医師の確保に向けたインターンシップの

受入などの受入は、現在の人員や業務量で

は、受入態勢や受入プログラムを構築する

ことが困難な自治体が多く、医師を惹きつ

けるだけの魅力を十分に発信できていな

い。 

●臨床との兼業制度 

臨床を続けて頂きつつ、公衆衛生領域に

も関与して頂けるようなキャリアパスを作

るなど、臨床医に対して参入ハードルを低

くするような制度を構築したい。 

●自治医科大学卒業生に対するアプローチ 

自治医科大学の派遣規定には「知事の指

定する医療機関または保健所」とあり、保

健所勤務についても義務年限における業務

対象となる。 

●地域医療医師修学資金 



11 
 

知事が指定する県内医療機関や医師不足

地域で 9年間医師業務に従事することを条

件として、貸与された資金の返還が免除さ

れている。ある県では臨床医自体が少ない

ことから、今まで行政医師・保健所医師と

して派遣された例はほぼ皆無だった。 

●業務内容と魅力の可視化 

一般の医師にとって、医療行政職の業務

は不透明で分かりづらい。その点では、ド

ラマや漫画などを通じて公衆衛生行政医師

の業務やフィールドを端的に示すことが、

公衆衛生行政医師を希望する者の拡大に効

果的ではないか。 

●他組織との人事交流制度 

厚生労働省の医系技官では、一般の医療

機関や大学、国際機関との人事交流制度が

ある。臨床と行政の人事交流のような制度

が県レベルでもあれば、もう少し公衆衛生

行政職に対するハードルが低くなるのでは

ないかと考えられる。 

 都道府県レベルで医師の地域偏在を緩和

するために協議会を開催することになった

が、公衆衛生行政医師もそのような枠組み

が求められる。その中で、大学や一般臨床

との人事交流も高知県や京都府などでは、

既に実施されているようだ。 

 専門医制度でも同様だが、大学との連携

は一つの課題となっている。各大学の強み

や研究領域などがよく見えず、どの様な連

携をしていったら良いかが分からない。そ

のあたりの見える化が必要だろう。 

 女性医師などで、結婚や出産を機に退職

してしまった潜在医師は結構多いと思う。

そのような医師も、ひょっとすると公衆衛

生行政医師のなり手として可能性があるの

ではないだろうか。 

●ワークライフバランス 

臨床医師に比べて、公衆衛生行政医師の

ほうが週末にしっかり休みを取ることがで

き、比較的ワークライフバランスが取りや

すい点などから、妊娠・出産の時期に該当

する女性医師の働き方としては、価値が高

いと考えられる。 

地方では地域内での異動が女性医師にと

ってネックになるのに対して、都市部であ

れば職住が近いことが影響して公衆衛生医

師が多い傾向が見られる。 

 一方で、中核市に就職してしまうと、全

く異動がなくなってしまい、交流も限られ

てしまう。その意味では、より柔軟な人事

交流が必要だと思う。 

若手医師の多くは、QOL よりもむしろ、

やり甲斐や、自己の成長、仕事で成し遂げ

られることに関心が強い印象がある。その

意味で、やり甲斐をしっかり発信すること

が大切だと思う。 

●保健所勤務と本庁勤務のバランス 

本庁勤務でなければできない案件も色々

とある。県下全体を対象とする大きな仕事

が多いので、ダイナミックでやりがいのあ

る仕事ができる。ただし、人が足りないの

は保健所の方であると言う点が難しい。 

 

【養成に関する現状と課題】 

 保健所長を志す場合、原則として国立保

健医療科学院(埼玉県和光市)が開講する

「【専門課程Ⅰ】保健福祉行政管理分野－

分割前期(基礎)」を受講する必要がある。

受講期間は約 4ヶ月であるが、同院まで通

学することは不可能である。地域の実情

や、子育てなど医師の家庭環境に配慮し

た、例えばオンライン研修などが充実する



12 
 

ことで、このような課題を乗りこえられる

のではないか。 

特に求められる能力として疫学や調査研

究能力など公衆衛生に直結する能力も重要

だが、もう一つ重要な点がコミュニケーシ

ョン能力ではないか。社会医学をやる上で

は、様々なステイクホルダーを納得させる

必要がある。その先には、議会対応をはじ

め行政マンとしての能力が絶対に必要にな

る。 

比較的長い期間臨床医として活躍したの

ち行政職に移る医師の場合、それまでの経

歴を踏まえて最初から課長補佐級などの職

位で奉職するケースでは、いわゆる行政マ

ンとしての能力を滋養する機会が限られて

しまう。本来は一般行政職と一緒に研修を

受講する必要があるが、医師自身が、また

は職場側が多忙を理由にして受講を回避す

ることがあり、大きな課題だと考えてい

る。 

指導医の側も、若手医師にどの様な経験

をさせたらいいか分からないこともあるの

で、言わばキャリアラダーのようなものを

作成する必要があると思う。 

他にも、公衆衛生行政医師の育成の在り方

を考える上では、行政医師を辞めてしまっ

た方に対しても聞き取りができればいいと

思う。本当は行政医師としてやりたかった

のにやれなかったことなどが恐らくあるは

ず。そのあたりを明らかにすることが望ま

しい。 

 

３．公衆衛生医師の現状における新たなデ

ータ収集と分析④三師調査の個票分析 

統計法３２条に基づき得られたデータは

次年度に分析を行う予定である。 

 

４．厚生労働省公衆衛生医師確保政策にお

ける論点整理と課題抽出 

厚生労働省のホームページ（3）より発

信されている情報のうち本研究と関連性の

高いものを時系列で整理した。まず、平成

17 年 1 月にまとめられた「公衆衛生医師

の育成・確保ための環境整備に関する検討

会報告書」（4）は多くの重要な指摘が含ま

れている。同報告書は平成 16年 8月と 10

月に行われた、地方公共団体、医育機関

（公衆衛生学教授等）、公衆衛生医師に対

してのアンケートを基に作成され、中でも

有用性が高いのは、別紙としてつけられた

自治体向けのアクション・チェックリスト

である「公衆衛生医師の育成・確保のため

の環境整備に関するチェックシート」であ

った。 

平成 25 年度地域保健総合推進事業の成

果として平成 26 年 3 月 31 日に公開された

「地方自治体における公衆衛生医師の確保

と育成に関するガイドライン」は公衆衛生

医師の職務に関する普及・啓発、確保、育

成、ならびに確保・育成のための推進体制

の整備と評価についての指針であり、地方

自治体の人事担当者向けに作成されてい

る。「公衆衛生医師の確保と育成に関する

チェックリスト」や【事例紹介】など具体

的な記載内容が見られる。 

平成 27 年度地域保健総合推進事業の成

果物として 28年 3月に公開された「公衆

衛生医師確保に向けた取り組み事例集」は

「全国で取り組まれている公衆衛生医師確

保のための方策を地域に紹介し、取組内容

や工夫などを参考に、自地域での医師確保

策の工夫につなげる」ことを目的に作成さ
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れ、公衆衛生医師確保のポイントとして、

①公衆衛生医師のＰＲ②キャリアパスの提

示③大学との連携④その他関係機関との連

携⑤医師ネットワークの構築が挙げられて

いる。好事例として、青森県、群馬県、東

京都、京都府、大阪府、福岡県、長崎県の

7つの都府県が取り上げられ、取組の概

要、取組の経緯、具体的な取り組み内容、

課題と展望が網羅されているのが秀逸であ

る。 

 

D．考察 

１．公衆衛生医師の現状における新たなデ

ータ収集と分析①臨床医に対するアンケー

ト調査 

アンケートの対象は、男性の高年齢層（50

代がピーク）の中堅医師、専門医資格を持つ

層が多く、相対的に年間収入が高い傾向が

みられたためか公衆衛生医師の年間収入が

概ね自身の年間収入より「安いと思う」人が

多いという結果となった。また希望するキ

ャリアは「市中（民間）病院」が約半数を占

め、公衆衛生分野の希望者は５％と圧倒的

に少ない。これまでは公衆衛生医師領域の

認知率が比較的高い 60 代以上のベテラン

医師が行政職に転じる傾向が見られたが、

今後は、ベテラン医師層だけでなく、比較的

公衆衛生キャリアへの関心が高い女性や若

手医師へのアプローチを補強する必要性が

示唆された。 

社会医学系専門医協議会が定める「社会

医学系専門医が備えるべき 8 つのコンピテ

ンシー」についての主観的評価では、ベテラ

ン医師において自己評価が高い傾向がみら

れた。これまで臨床経験の中で蓄積された

これらの能力を公衆衛生行政の現場でも活

かすことが出来るということ、臨床とはま

ったく異なる技術や知識を学び直すわけで

はないということを示しつつ、第二の活躍

の場として打ち出していくと効果的ではな

いかと考えられた。30 代以下で「統計調査

を正しく理解し，データを的確に使うこと」

における自己評価が全体より顕著に低い結

果となったことは、統計疫学的学問とデー

タサイエンス分野に対するハードルの高さ

が一因となっている可能性があり、プロモ

ーションの一環として公衆衛生学の基礎的

分析能力を高めるための教育機会を作るこ

とで、公衆衛生行政全体への敷居を低くし

間口を広げる効果が期待できる。 

 

２. 公衆衛生医師の現状における新たなデ

ータ収集と分析③行政医師に対するインタ

ビュー調査 

本インタビューからは多様な意見を聴取

できた。公衆衛生行政医師の魅力を広く伝

えるためには、本研究でも多様性の包括を

掲げて女性医師、若手医師、ベテラン医

師、公衆衛生修士取得者、自治体の地域枠

医師等の属性を明確にしている通り、各セ

グメントに適したプロモーションを行うな

ど、マーケティング手法を活用したブラン

ディング戦略を検討する必要がある。 

公衆衛生行政医師の育成に関しては、一

貫して将来的なキャリア設計に基づいた

「育成プログラム」や「研修機会」の欠如

について指摘があった。育成プログラムの

欠如要因としては、そもそも公衆衛生行政

医師の役割明確化が進んでいないことや長

期的なキャリア設計が曖昧なことが挙げら

れる。具体的なキャリアパスを明示する上

では、例えば平成 28 年に厚生労働省の
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「保健師に係る研修のあり方等に関する検

討会」が定めた「自治体保健師の標準的な

キャリアラダー」などを参考に、公衆衛生

行政医師においてキャリアラダーを策定す

ることもひとつの方法である。 

なお、指導医の不足も課題となっている

ことから、公衆衛生行政医師を育成する機

関を一定の地域単位で集約化・拠点化した

り、人事交流制度を構築した上で指導医た

る医師が在籍する機関に、地域を越えて若

手医師を派遣したりするシステムを検討す

ることも考えられる。 

また、研修機会の欠如については、全国

保健所長会のコンピテンシーや育成プログ

ラムと連動して、継続的な研修機会の必要

性を明確にすることが求められる。その上

で、オンサイトの研修機会に限らず、オン

ライン講習機会の提供も有効であることが

示唆された。社会医学系専門医協会が提供

する社会医学系専門医研修プログラムにオ

ンライン研修制度を設けたり、国内外の公

衆衛生大学院等と連携して、オンラインプ

ログラムを開設したりすることなどを検討

する価値があるものと考えられる。 

 

３．公衆衛生医師の現状における新たなデ

ータ収集と分析④三師調査の個票分析 

次年度のデータ分析による成果を待つ。 

 

４．厚生労働省公衆衛生医師確保政策にお

ける論点整理と課題抽出 

本研究により既存の体制整備における成

果を概観することが出来た。わが国では本

研究テーマの先行研究として「公衆衛生医

師の育成・確保のための環境整備に関する

チェックシート」のように整理されたツー

ルがすでに開発されており、このツールの

自治体における活用状況と効果については

引き続き検証する意味があると考えられ

た。 

また、厚生労働省側対策案として、保健所

長不在または兼務となっている自治体に対

し、厚生労働省側からの通知等による働き

かけや、厚生労働省健康局健康課公衆衛生

医師確保推進室の行っている「公衆衛生医

師確保推進登録事業」（マッチング事業）

の拡充と周知も大きな役割を果たすと考え

られる。 

さらに、採用する自治体側の課題と対策

案に視点を移すと、人口減少、交通アクセ

スの改善、住民の通信手段の充実を考え、

保健所の必要数を定量的に検討する必要性

が浮かび上がる。ほかに効果が期待される

取り組みとしては、地域枠の医師の義務年

限の枠に公衆衛生医師としての勤務期間を

追加することも考えられる。現在、ほぼ全

ての都道府県において医師確保の為の修学

資金制度を整備しており、卒後 9年間の義

務年限を公衆衛生医師勤務に充てることも

有効な対策と考えられる。 

公衆衛生医師に向けた課題と対策案とし

ては、社会医学系専門医を取得後にどのよ

うな利点がありうるかを明確にする必要が

ある。自治体と大学が連携して、社会人大

学院を整備し、公衆衛生学修士号

（M.P.H.）や医学博士号（Ph.D.）を取得

可能としたり、留学等のキャリアパスの設

定やモデルケースの提示を行ったりする事

も有効であろう。上記の卒後研修に加え国

立感染症研究所の「実地疫学専門家養成コ

ース：FETP-J」等国内研修への参加につい

ても積極的に人事評価の対象としてゆく必
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要がある。 

 

E．結論 

本研究では、公衆衛生医師の人材確保・

育成に向け、本分野における政策評価の方

法を提案するため既存の厚生労働省の公衆

衛生医師確保対策を俯瞰し、対策の要素と

課題を抽出した。 

また、公衆衛生医師の現状に関する分析

における新たなデータ収集と分析として、

臨床医に対するアンケート調査および行政

医師に対するインタビュー調査を行い、女

性医師、若手医師や 50～60 代のベテラン

医師が保健所をはじめとする公衆衛生分野

で活躍するための職場環境の整備等につい

て、課題の整理とモデルケースの抽出を行

った。これらのエビデンスに基づき、各都

道府県が公衆衛生医師の確保・育成を行う

際に参考となる基礎資料をアップデートす

ることが可能となった。 

今後、全国保健師長会と連携し、公衆衛

生医師に対して求められる資質に関する新

たな調査分析を行うとともに、三師調査の

解析から離職率が高いとされる公衆衛生医

師の現状について分析し、公衆衛生医師確

保に資する資料を整備するとともに、公衆

衛生医師の育成に関する具体的な指針を整

備し、都道府県に向けて効果的に情報を還

元して行くことが望まれる。 
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厚生労働科学研究費補助金(健康安全･危機管理対策総合研究事業) 

分担研究報告書 

 

公衆衛生医師の確保に関する政策評価の試みと確保対策の検討 
 

研究分担者 佐藤 大介 国立保健医療科学院 主任研究官 

研究分担者 渡邊  亮 神奈川県立保健福祉大学 研究員 

研究代表者 吉田 穂波 神奈川県立保健福祉大学 准教授 

研究分担者 吉村 健佑 国立保健医療科学院 主任研究官 

 

研究要旨：本研究は、公衆衛生医師の人材確保・育成に向け、行政機関に従事する

公衆衛生医師に関する現状を明らかにするために、一般医師を対象としたコンピテ

ンシーの習熟度や女性医師、ベテラン医師それぞれにおける一般医師のキャリアに

関するアンケート調査を実施した。 

 調査対象は民間インターネット調査会社が保有するパネルのうち、職業が医師で

あるものからランダムに抽出した日本全国における医師資格を有する 25 歳～70 歳

の男女 412 名を対象に、「個人属性に関する質問」、「一般臨床医師を対象にした公

衆衛生医師のイメージに関する質問」、「コンピテンシーに関する質問」の項目を調

査とし、基礎的集計を行った。 

 調査の結果、医師資格取得年数は平均 25.0 年であり、年間収入は概算平均 1,543

万円で、男性・50 代・専門医資格を有する層の年収が相対的に高い傾向があった。 

 公衆衛生医師領域の認知率はベテラン医師で比較的高い一方、関心がある割合は

女性や若手医師で比較的高い傾向がみられた。 

 コンピテンシーについては『基礎的な臨床能力』および『分析評価能力』の「法

令に基づく統計調査を正しく理解し，データを的確に使うことができる」が「基本

レベル」の割合が最も高いが、それ以外の項目は「未経験レベル」が最も多かっ

た。特に 30 代以下では『分析評価能力』の「法令に基づく統計調査を正しく理解

し，データを的確に使うことができる」が全体より 10pt 以上低い結果となった。 

 

 

A．研究目的 

1)背景・概況 

公衆衛生医師は医学に係る科学的エビデン

スを社会に適用し、地域住民や社会システム

に寄り添うことで人々の健康増進、疾病予

防、回復、安全な環境の保持に大きな役割を

果たしており、近年の医学や治療技術の進歩

や少子高齢化等による社会環境の変化により

公衆衛生医師の役割は重要性を増している。

一方で、公衆衛生医師の不足が指摘される現
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状においては女性医師や経験の乏しい若手医

師、体力的な制約のあるベテラン医師を含め

た人材確保が求められている。 

また、地方自治体等の行政機関に従事する

公衆衛生医師については、技術や知識のみな

らず様々な課題に対応するために具備すべき

コンピテンシーが重要な資質であることか

ら、公衆衛生医師におけるコンピテンシーに

基づく人材育成プログラムが求められてい

る。 

 

2)目的 

本研究は、全国保健所長会のこれまでの研

究成果を参考にしつつ、公衆衛生医師の人材

確保およびコンピテンシーに基づく人材育成

に向け、行政機関に従事する公衆衛生医師に

関する現状を明らかにするために、一般医師

を対象としたコンピテンシーの習熟度や女性

医師、ベテラン医師それぞれにおける一般医

師のキャリアに関するアンケート調査を実施

する。 

公衆衛生医師の不足が指摘される現状にお

いては女性医師や経験の乏しい若手医師、体

力的な制約のあるベテラン医師も活躍できる

環境整備が同時に求められる。本研究は一般

医師が持つ公衆衛生医師のイメージ、職場環

境、キャリア意識に基づいた課題をアンケー

ト調査によって明らかにすることで、人材確

保および人材育成に関する具体的かつ実情に

即した検討を行う基礎資料を整理する。 

 

3)意義と期待できる成果 

 本研究が女性医師、若手医師、ベテラン医

師、現在就業していない多くの潜在医師等の

様々な医師が有している公衆衛生医師のイメ

ージを明らかにすることで、公衆衛生医師の

知名度を高めるための人材確保戦略や、公衆

衛生医師の人材育成における基礎資料となる

ことが期待される。 

 

B．研究方法 

地方自治体（市町村の保健所等）で働く公衆

衛生医師の確保や人材育成のために、公衆衛

生医師に関する実態調査を実施する。 

調査対象は民間インターネット調査会社（株

式会社マクロミル）が保有するパネルのう

ち、職業が医師であるものからランダムに抽

出した日本全国における医師資格を有する

25 歳～70 歳の男女 412 名を対象とする。調

査項目は「個人属性に関する質問」、「一般臨

床医師を対象にした公衆衛生医師のイメージ

に関する質問」、「コンピテンシーに関する質

問」の構成とし、性・年齢別等によるクロス

集計から結果を考察する。(別紙参照) 

 

(倫理面への配慮) 

 本調査においては氏名をはじめとした個人

情報は収集しないが、性別・年齢等個人情報

に準ずる情報を収集するため、本調査にあた

ってはデータ回収・集計を外部委託する株式

会社マクロミルが受託業者との安全管理に関

する取り決めとして、業務で知り得た情報を

適切に管理し、第三者に漏洩することのない

契約を締結した上で実施する。 

 

C．研究結果 

医師資格を取得してからの年数は平均

25.0 年であり、「30 年～35 年未満」が 25%

で最も多かった。医師としての勤務経験年数

は平均 24.4 年であり、「内科」が 111 人で最

も多く、以下「外科」40 人、「整形外科」37

人、「精神科」30 人、「小児科」29 人、「循
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環器内科」28 人、「消化器内科（胃腸内

科）」27 人、「麻酔科」25 人の順であった。 

 専門医資格を持っている人の割合は

74％と全体の 3/4 を占めていた。年間収入は

概算平均 1,543 万円で、男性、50 代、中堅

医師、専門医資格を有する層において、年収

が相対的に高い傾向があった。 

 希望するキャリアは「市中（民間）病

院」が 48％と高く、以下「開業」16％、「医

師以外の職業」10％の順であった。所有して

いる専門医資格名は、「外科専門医」が 43 人

で最も多く、「総合内科専門医」38 人、「整

形外科専門医」31 人、「消化器病専門医」26

人、「小児科専門医」24 人、「循環器専門

医」「消化器内視鏡専門医」各 23 人、「麻酔

科専門医」22 人の順であった。 

また、公衆衛生医師領域の認知率は

62％、関心がある人は 24％、希望している

人は 5％であった。認知率は 60 代以上やベ

テラン医師で比較的高い一方、関心がある割

合は女性や若手医師で比較的高い傾向がみら

れた。 

コンピテンシーについては『基礎的な臨床

能力』の 3 項目と『分析評価能力』の「法令

に基づく統計調査を正しく理解し，データを

的確に使うことができる」では「基本レベ

ル」、それ以外の項目では「未経験」の割合

が最も高くなっている。年代別にみると、30

代以下では『分析評価能力』の「法令に基づ

く統計調査を正しく理解し，データを的確に

使うことができる」が全体より 10pt 以上低

い結果となった。勤務年数別にみると、中堅

医師で全体的に各項目のスコアがやや高い傾

向にあった。 

 

D．考察 

  

 

E．結論 

公衆衛生医師の人材確保・育成に向け、行

政機関に従事する公衆衛生医師に関する現状

を明らかにするために、一般医師を対象とし

たコンピテンシーの習熟度や女性医師、ベテ

ラン医師それぞれにおける一般医師のキャリ

アに関するアンケート調査を実施した。 

その結果、医師資格取得年数は平均 25.0

年であり、年間収入は概算平均 1,543 万円

で、男性・50 代・専門医資格を有する層の

年収が相対的に高い傾向があった。また、公

衆衛生医師領域の認知率はベテラン医師で比

較的高い一方、関心がある割合は女性や若手

医師で比較的高い傾向がみられた。コンピテ

ンシーについては『基礎的な臨床能力』およ

び『分析評価能力』の「法令に基づく統計調

査を正しく理解し，データを的確に使うこと

ができる」が「基本レベル」の割合が最も高

いが、それ以外の項目は「未経験レベル」が

最も多かった。特に 30 代以下では『分析評

価能力』の「法令に基づく統計調査を正しく

理解し，データを的確に使うことができる」

が全体より 10pt 以上低い結果となった。 

 

引用文献リスト 

該当なし。 

 

G．研究発表 

 本年度該当無し。 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

 本年度該当無し
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横％

男性 女性

412 90.3 9.7
北海道 29 93.1 6.9
青森県 6 100.0 0.0
岩手県 3 100.0 0.0
宮城県 8 87.5 12.5
秋田県 2 100.0 0.0
山形県 3 100.0 0.0
福島県 7 85.7 14.3
茨城県 3 100.0 0.0
栃木県 4 100.0 0.0
群馬県 4 100.0 0.0
埼玉県 11 100.0 0.0
千葉県 11 100.0 0.0
東京都 55 89.1 10.9
神奈川県 20 75.0 25.0
新潟県 5 80.0 20.0
富山県 2 100.0 0.0
石川県 8 100.0 0.0
福井県 1 100.0 0.0
山梨県 1 100.0 0.0
長野県 7 71.4 28.6
岐阜県 7 71.4 28.6
静岡県 3 100.0 0.0
愛知県 26 92.3 7.7
三重県 6 100.0 0.0
滋賀県 6 100.0 0.0
京都府 12 100.0 0.0
大阪府 31 87.1 12.9
兵庫県 18 94.4 5.6
奈良県 5 80.0 20.0
和歌山県 5 100.0 0.0
鳥取県 2 100.0 0.0
島根県 2 100.0 0.0
岡山県 6 83.3 16.7
広島県 10 100.0 0.0
山口県 5 100.0 0.0
徳島県 5 100.0 0.0
香川県 1 100.0 0.0
愛媛県 10 100.0 0.0
高知県 2 50.0 50.0
福岡県 22 86.4 13.6
佐賀県 4 75.0 25.0
長崎県 10 90.0 10.0
熊本県 6 83.3 16.7
大分県 2 50.0 50.0
宮崎県 3 100.0 0.0
鹿児島県 10 70.0 30.0
沖縄県 2 100.0 0.0
海外 1 100.0 0.0

全体
Q6 あなた
が働いて
いる（い
た）主な勤
務先の都
道府県を
お答えくだ
さい。
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横％

男性 女性

412 90.3 9.7
１人暮らし（同居の家族はいな 60 83.3 16.7
２人 102 92.2 7.8
３人 111 88.3 11.7
４人 80 97.5 2.5
５人以上 59 88.1 11.9

352 91.5 8.5
配偶者 332 93.1 6.9
お子さま（未就学児）：【】名 69 81.2 18.8
お子さま(お子さまの配偶者を 132 94.7 5.3
お子さま(お子さまの配偶者を 82 97.6 2.4
父親（配偶者の父親を含む） 18 72.2 27.8
母親（配偶者の母親を含む） 31 83.9 16.1
祖父母(配偶者の祖父母を含 1 100.0 0.0
孫 2 100.0 0.0
兄弟姉妹(配偶者の兄弟姉妹 4 100.0 0.0
その他 3 100.0 0.0

412 90.3 9.7
働いている（常勤） 374 93.0 7.0
働いている（非常勤） 30 66.7 33.3
働いている（産休・育休中【子 4 25.0 75.0
働いている（介護休暇中等【自 1 0.0 100.0
働いていない 3 100.0 0.0

409 90.2 9.8
医療機関 266 89.8 10.2
診療所 93 93.5 6.5
保健所 2 100.0 0.0
自治体 2 100.0 0.0
大学・研究機関 34 79.4 20.6
民間企業 9 100.0 0.0
その他 3 100.0 0.0

412 90.3 9.7
1年以上5年以下 14 71.4 28.6
6年以上10年以下 33 66.7 33.3
11年以上15年以下 46 71.7 28.3
16年以上20年以下 44 93.2 6.8
21年以上25年以下 64 98.4 1.6
26年以上30年以下 77 94.8 5.2
31年以上35年以下 81 97.5 2.5
36年以上40年以下 37 97.3 2.7
41年以上45年以下 10 100.0 0.0
46年以上50年以下 1 100.0 0.0

409 90.2 9.8
内科 111 91.0 9.0
呼吸器内科 14 92.9 7.1
循環器内科 28 92.9 7.1
消化器内科（胃腸内科） 27 88.9 11.1
腎臓内科 6 83.3 16.7
神経内科 7 100.0 0.0
糖尿病内科（代謝内科） 11 100.0 0.0
血液内科 7 100.0 0.0
皮膚科 11 81.8 18.2
アレルギー科 5 100.0 0.0
リウマチ科 4 100.0 0.0
感染症内科 1 100.0 0.0
小児科 29 72.4 27.6
精神科 30 90.0 10.0
心療内科 4 100.0 0.0
外科 40 97.5 2.5

勤務年数

Q8 あなた
の主たる
診療科を
教えてくだ
さい。（いく
つでも）

全体

全体

全体

全体

全体

全体

Q1 あなた
ご自身を
含めた、
同居家族
の人数を
お教えくだ

Q2 同居
のご家族
を教えてく
ださい。
（いくつで
も）
※ご自身
からみた
続柄でお
答えくださ
い。

Q4 あなた
は現在医
師として働
いていま
すか？

Q5 あなた
が主に働
いている
（いた）勤
務先の種
別を教え
てくださ
い （ひと
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横％

男性 女性

呼吸器外科 2 100.0 0.0
心臓血管外科 9 100.0 0.0
乳腺外科 4 100.0 0.0
気管食道外科 2 100.0 0.0
消化器外科（胃腸外科） 10 100.0 0.0
泌尿器科 8 100.0 0.0
肛門外科 2 100.0 0.0
脳神経外科 10 100.0 0.0
整形外科 37 100.0 0.0
形成外科 4 100.0 0.0
美容外科 1 100.0 0.0
眼科 1 100.0 0.0
耳鼻いんこう科 10 90.0 10.0
小児外科 4 100.0 0.0
産婦人科 16 87.5 12.5
産科 0 0.0 0.0
婦人科 2 100.0 0.0
リハビリテーション科 12 91.7 8.3
放射線科 14 92.9 7.1
麻酔科 25 92.0 8.0
病理診断科 3 66.7 33.3
臨床検査科 0 0.0 0.0
救急科 10 100.0 0.0
臨床研修医 3 33.3 66.7
全科 1 100.0 0.0
その他 21 85.7 14.3
不詳 3 100.0 0.0

412 90.3 9.7
あり 303 92.7 7.3
なし 109 83.5 16.5

303 92.7 7.3
社会医学系専門医 9 100.0 0.0
総合内科専門医 38 92.1 7.9
呼吸器専門医 8 87.5 12.5
循環器専門医 23 95.7 4.3
消化器病専門医 26 92.3 7.7
腎臓専門医 5 80.0 20.0
肝臓専門医 4 100.0 0.0
神経内科専門医 7 100.0 0.0
糖尿病専門医 6 100.0 0.0
内分泌代謝科専門医 5 100.0 0.0
血液専門医 4 100.0 0.0
皮膚科専門医 6 83.3 16.7
アレルギー専門医 2 100.0 0.0
リウマチ専門医 8 100.0 0.0
感染症専門医 1 100.0 0.0
小児科専門医 24 79.2 20.8
心療内科専門医 5 100.0 0.0
外科専門医 43 100.0 0.0
呼吸器外科専門医 2 100.0 0.0
心臓血管外科専門医 6 100.0 0.0
乳腺専門医 6 83.3 16.7
気管食道科専門医 0 0.0 0.0
消化器外科専門医 17 100.0 0.0
泌尿器科専門医 9 100.0 0.0
脳神経外科専門医 12 100.0 0.0
整形外科専門医 31 100.0 0.0
形成外科専門医 5 100.0 0.0
眼科専門医 0 0.0 0.0

 

Q9 あなた
は専門医
資格を

全体

Q10 あな
たがお持
ちの専門
医資格名
を教えてく
ださい。
（いくつで
も）

全体
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横％

男性 女性

耳鼻咽喉科専門医 11 90.9 9.1
小児外科専門医 1 100.0 0.0
産婦人科専門医 15 86.7 13.3
リハビリテーション科専門医 7 100.0 0.0
放射線科専門医 12 91.7 8.3
麻酔科専門医 22 95.5 4.5
病理専門医 3 66.7 33.3
救急科専門医 12 91.7 8.3
超音波専門医 1 100.0 0.0
細胞診専門医 3 100.0 0.0
透析専門医 6 83.3 16.7
老年病専門医 2 100.0 0.0
消化器内視鏡専門医 23 87.0 13.0
臨床遺伝専門医 1 100.0 0.0
漢方専門医 3 100.0 0.0
レーザー専門医 0 0.0 0.0
気管支鏡専門医 1 100.0 0.0
核医学専門医 2 100.0 0.0
大腸肛門病専門医 2 100.0 0.0
婦人科腫瘍専門医 2 100.0 0.0
ペインクリニック専門医 4 100.0 0.0
熱傷専門医 0 0.0 0.0
脳血管内治療専門医 3 100.0 0.0
がん薬物療法専門医 3 100.0 0.0
周産期(新生児)専門医 1 100.0 0.0
生殖医療専門医 0 0.0 0.0
小児神経専門医 0 0.0 0.0
一般病院連携精神医学専門 13 92.3 7.7
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横％

20代 30代 40代 50代 60代以上

412 1.0 14.6 23.1 39.3 22.1
１人暮らし（同居の家族はいな 60 3.3 21.7 21.7 40.0 13.3
２人 102 1.0 11.8 9.8 33.3 44.1
３人 111 0.9 15.3 21.6 43.2 18.9
４人 80 0.0 10.0 33.8 40.0 16.3
５人以上 59 0.0 16.9 35.6 40.7 6.8

352 0.6 13.4 23.3 39.2 23.6
配偶者 332 0.3 11.7 23.5 40.1 24.4
お子さま（未就学児）：【】名 69 1.4 37.7 44.9 14.5 1.4
お子さま(お子さまの配偶者を 132 0.0 6.1 40.9 51.5 1.5
お子さま(お子さまの配偶者を 82 0.0 1.2 6.1 54.9 37.8
父親（配偶者の父親を含む） 18 0.0 33.3 22.2 38.9 5.6
母親（配偶者の母親を含む） 31 3.2 22.6 9.7 32.3 32.3
祖父母(配偶者の祖父母を含 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
孫 2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
兄弟姉妹(配偶者の兄弟姉妹 4 0.0 50.0 25.0 25.0 0.0
その他 3 0.0 66.7 0.0 0.0 33.3

412 1.0 14.6 23.1 39.3 22.1
働いている（常勤） 374 1.1 13.4 21.9 40.1 23.5
働いている（非常勤） 30 0.0 13.3 40.0 36.7 10.0
働いている（産休・育休中【子 4 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
働いている（介護休暇中等【自 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
働いていない 3 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0

409 1.0 14.4 23.0 39.4 22.2
医療機関 266 1.5 15.0 28.9 38.7 15.8
診療所 93 0.0 2.2 8.6 46.2 43.0
保健所 2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
自治体 2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
大学・研究機関 34 0.0 44.1 26.5 20.6 8.8
民間企業 9 0.0 22.2 0.0 55.6 22.2
その他 3 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

412 1.0 14.6 23.1 39.3 22.1
1年以上5年以下 14 28.6 50.0 14.3 7.1 0.0
6年以上10年以下 33 0.0 81.8 15.2 3.0 0.0
11年以上15年以下 46 0.0 47.8 41.3 10.9 0.0
16年以上20年以下 44 0.0 4.5 86.4 6.8 2.3
21年以上25年以下 64 0.0 0.0 46.9 46.9 6.3
26年以上30年以下 77 0.0 0.0 0.0 90.9 9.1
31年以上35年以下 81 0.0 0.0 0.0 61.7 38.3
36年以上40年以下 37 0.0 0.0 0.0 2.7 97.3
41年以上45年以下 10 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
46年以上50年以下 1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

409 1.0 14.4 23.0 39.4 22.2
内科 111 0.9 11.7 14.4 40.5 32.4
呼吸器内科 14 0.0 21.4 21.4 42.9 14.3
循環器内科 28 3.6 10.7 17.9 50.0 17.9
消化器内科（胃腸内科） 27 3.7 18.5 11.1 48.1 18.5
腎臓内科 6 0.0 0.0 16.7 83.3 0.0
神経内科 7 0.0 28.6 28.6 42.9 0.0
糖尿病内科（代謝内科） 11 0.0 27.3 0.0 63.6 9.1
血液内科 7 0.0 14.3 14.3 42.9 28.6
皮膚科 11 0.0 27.3 9.1 45.5 18.2
アレルギー科 5 0.0 20.0 20.0 40.0 20.0
リウマチ科 4 0.0 0.0 25.0 75.0 0.0
感染症内科 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
小児科 29 0.0 20.7 24.1 27.6 27.6
精神科 30 0.0 10.0 43.3 40.0 6.7
心療内科 4 0.0 0.0 25.0 75.0 0.0
外科 40 0.0 7.5 27.5 35.0 30.0

勤務年数

Q8 あなた
の主たる
診療科を
教えてくだ
さい。（いく
つでも）

全体

全体

全体

全体

全体

全体

Q1 あなた
ご自身を
含めた、
同居家族
の人数を
お教えくだ

Q2 同居
のご家族
を教えてく
ださい。
（いくつで
も）
※ご自身
からみた
続柄でお
答えくださ
い。

Q4 あなた
は現在医
師として働
いていま
すか？

Q5 あなた
が主に働
いている
（いた）勤
務先の種
別を教え
てくださ
い （ひと
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横％

20代 30代 40代 50代 60代以上

呼吸器外科 2 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
心臓血管外科 9 0.0 11.1 22.2 44.4 22.2
乳腺外科 4 0.0 25.0 50.0 0.0 25.0
気管食道外科 2 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0
消化器外科（胃腸外科） 10 0.0 30.0 20.0 30.0 20.0
泌尿器科 8 0.0 0.0 37.5 37.5 25.0
肛門外科 2 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0
脳神経外科 10 0.0 10.0 30.0 30.0 30.0
整形外科 37 0.0 16.2 29.7 40.5 13.5
形成外科 4 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
美容外科 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
眼科 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
耳鼻いんこう科 10 0.0 20.0 30.0 30.0 20.0
小児外科 4 0.0 25.0 25.0 25.0 25.0
産婦人科 16 0.0 12.5 18.8 43.8 25.0
産科 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
婦人科 2 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0
リハビリテーション科 12 0.0 16.7 0.0 41.7 41.7
放射線科 14 0.0 14.3 14.3 64.3 7.1
麻酔科 25 0.0 20.0 28.0 24.0 28.0
病理診断科 3 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0
臨床検査科 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
救急科 10 0.0 20.0 30.0 40.0 10.0
臨床研修医 3 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0
全科 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
その他 21 0.0 9.5 14.3 33.3 42.9
不詳 3 0.0 0.0 66.7 0.0 33.3

412 1.0 14.6 23.1 39.3 22.1
あり 303 0.3 14.5 25.7 40.9 18.5
なし 109 2.8 14.7 15.6 34.9 32.1

303 0.3 14.5 25.7 40.9 18.5
社会医学系専門医 9 0.0 11.1 22.2 55.6 11.1
総合内科専門医 38 2.6 23.7 23.7 34.2 15.8
呼吸器専門医 8 0.0 25.0 37.5 12.5 25.0
循環器専門医 23 0.0 8.7 13.0 47.8 30.4
消化器病専門医 26 0.0 15.4 15.4 50.0 19.2
腎臓専門医 5 0.0 0.0 20.0 80.0 0.0
肝臓専門医 4 0.0 25.0 25.0 25.0 25.0
神経内科専門医 7 0.0 42.9 28.6 14.3 14.3
糖尿病専門医 6 0.0 16.7 0.0 66.7 16.7
内分泌代謝科専門医 5 0.0 20.0 0.0 40.0 40.0
血液専門医 4 0.0 25.0 25.0 50.0 0.0
皮膚科専門医 6 0.0 33.3 16.7 16.7 33.3
アレルギー専門医 2 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0
リウマチ専門医 8 0.0 12.5 25.0 62.5 0.0
感染症専門医 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
小児科専門医 24 0.0 20.8 20.8 33.3 25.0
心療内科専門医 5 0.0 0.0 60.0 40.0 0.0
外科専門医 43 0.0 11.6 34.9 37.2 16.3
呼吸器外科専門医 2 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
心臓血管外科専門医 6 0.0 16.7 33.3 50.0 0.0
乳腺専門医 6 0.0 0.0 50.0 33.3 16.7
気管食道科専門医 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
消化器外科専門医 17 0.0 11.8 35.3 41.2 11.8
泌尿器科専門医 9 0.0 0.0 33.3 44.4 22.2
脳神経外科専門医 12 0.0 8.3 25.0 33.3 33.3
整形外科専門医 31 0.0 12.9 32.3 41.9 12.9
形成外科専門医 5 0.0 0.0 20.0 80.0 0.0
眼科専門医 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

Q9 あなた
は専門医
資格を

全体

Q10 あな
たがお持
ちの専門
医資格名
を教えてく
ださい。
（いくつで
も）

全体
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横％

20代 30代 40代 50代 60代以上

耳鼻咽喉科専門医 11 0.0 18.2 27.3 36.4 18.2
小児外科専門医 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
産婦人科専門医 15 0.0 13.3 20.0 46.7 20.0
リハビリテーション科専門医 7 0.0 14.3 28.6 57.1 0.0
放射線科専門医 12 0.0 8.3 16.7 66.7 8.3
麻酔科専門医 22 0.0 18.2 27.3 27.3 27.3
病理専門医 3 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0
救急科専門医 12 0.0 8.3 41.7 16.7 33.3
超音波専門医 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
細胞診専門医 3 0.0 0.0 66.7 33.3 0.0
透析専門医 6 0.0 0.0 16.7 83.3 0.0
老年病専門医 2 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0
消化器内視鏡専門医 23 0.0 17.4 17.4 56.5 8.7
臨床遺伝専門医 1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
漢方専門医 3 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7
レーザー専門医 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
気管支鏡専門医 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
核医学専門医 2 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0
大腸肛門病専門医 2 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
婦人科腫瘍専門医 2 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0
ペインクリニック専門医 4 0.0 0.0 0.0 75.0 25.0
熱傷専門医 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
脳血管内治療専門医 3 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3
がん薬物療法専門医 3 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3
周産期(新生児)専門医 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
生殖医療専門医 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小児神経専門医 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一般病院連携精神医学専門 13 0.0 7.7 38.5 46.2 7.7
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横％

男性 女性

412 90.3 9.7
ある【】年間 21 85.7 14.3
ない 391 90.5 9.5

全体
Q11 ご自身の公衆衛生医
師の勤務経験の有無につ

教え くださ 公衆衛
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横％

20代 30代 40代 50代 60代以上

412 1.0 14.6 23.1 39.3 22.1
ある【】年間

21 0.0 9.5 33.3 28.6 28.6

ない

391 1.0 14.8 22.5 39.9 21.7

全体
Q11 ご自身の公衆衛生医
師の勤務経験の有無につ
いて教えてください。公衆衛
生医師の勤務経験がある
場合はその期間を教えてく
ださい。
※月数は切り上げてお答え
ください。
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横％

男性 女性

412 90.3 9.7
100万円未満 3 66.7 33.3
100万円～400万円未満 9 66.7 33.3
400万円～700万円未満 21 71.4 28.6
700万円～1000万円未満 31 71.0 29.0
1000万円～1300万円未満 46 87.0 13.0
1300万円以上 225 96.0 4.0
答えたくない・わからない・覚 77 92.2 7.8
300万円以上高いと思う。 30 80.0 20.0
200万円以上高いと思う。 3 100.0 0.0
100万円以上高いと思う。 7 57.1 42.9
同程度（±100万円未満）と思 137 91.2 8.8
100万円以上安いと思う。 26 73.1 26.9
200万円以上安いと思う。 31 87.1 12.9
300万円以上安いと思う。 178 95.5 4.5
教育機関 13 84.6 15.4
大学病院（医局） 24 79.2 20.8
市中（民間）病院 197 89.3 10.7
開業 66 92.4 7.6
研究所 3 66.7 33.3
行政 7 100.0 0.0
民間企業 32 84.4 15.6
医師以外の職業 41 97.6 2.4
その他 29 100.0 0.0
公衆衛生医師に関心があり 16 93.8 6.3
公衆衛生医師に関心はない 6 83.3 16.7
公衆衛生医師に関心はあるが 84 86.9 13.1
公衆衛生医師に関心もなく 150 92.7 7.3
公衆衛生医師についてあまり 123 88.6 11.4
公衆衛生医師について全く知
らない・初めて聞いた 33 93.9 6.1

全体
年収別

Q13 ご自
身の現在
の年間収
入と、公衆
衛生医師
（常勤）の
年間収入
の差に関
Q14 あな
たが将来
希望する
キャリアに
ついて教
えてくださ
い。

Q15 あな
たにとって
公衆衛生
医師という
領域の興
味関心に
ついて教
えてくださ
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横％

20代 30代 40代

412 1.0 14.6 23.1
100万円未満 3 0.0 33.3 0.0
100万円～400万円未満 9 0.0 33.3 22.2
400万円～700万円未満 21 14.3 23.8 14.3
700万円～1000万円未満 31 0.0 22.6 19.4
1000万円～1300万円未満 46 2.2 19.6 28.3
1300万円以上 225 0.0 10.2 22.7
答えたくない・わからない・覚 77 0.0 15.6 26.0
300万円以上高いと思う。 30 3.3 26.7 6.7
200万円以上高いと思う。 3 33.3 0.0 0.0
100万円以上高いと思う。 7 0.0 28.6 0.0
同程度（±100万円未満）と思 137 1.5 19.0 20.4
100万円以上安いと思う。 26 0.0 15.4 38.5
200万円以上安いと思う。 31 0.0 9.7 35.5
300万円以上安いと思う。

178 0.0 9.6 24.7

教育機関 13 0.0 15.4 7.7
大学病院（医局） 24 0.0 25.0 29.2
市中（民間）病院 197 2.0 17.3 27.4
開業 66 0.0 10.6 25.8
研究所 3 0.0 33.3 33.3
行政 7 0.0 0.0 28.6
民間企業 32 0.0 9.4 12.5
医師以外の職業 41 0.0 14.6 14.6
その他 29 0.0 3.4 10.3
公衆衛生医師に関心があり 16 0.0 6.3 31.3
公衆衛生医師に関心はない 6 0.0 50.0 16.7
公衆衛生医師に関心はあるが 84 2.4 16.7 25.0
公衆衛生医師に関心もなく 150 0.0 12.7 18.7
公衆衛生医師についてあまり 123 1.6 16.3 29.3
公衆衛生医師について全く知
らない・初めて聞いた 33 0.0 9.1 12.1

全体
年収別

Q13 ご自身の現在の年間収入と、公衆衛
生医師（常勤）の年間収入の差に関するイ
メージについてお答えください。公衆衛生医
師の収入はご自身と同一経験年数かつ同
年齢の公衆衛生医師（常勤）の年間収入と
仮定してください。
※手取りではなく給与額面の総額（額面）を
お答えください。

Q14 あなたが将来希望するキャリアについ
て教えてください。

Q15 あなたにとって公衆衛生医師という領
域の興味関心について教えてください。
※現在公衆衛生医師として勤務している場
合は今後の意向をお答えください。
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横％

412
100万円未満 3
100万円～400万円未満 9
400万円～700万円未満 21
700万円～1000万円未満 31
1000万円～1300万円未満 46
1300万円以上 225
答えたくない・わからない・覚 77
300万円以上高いと思う。 30
200万円以上高いと思う。 3
100万円以上高いと思う。 7
同程度（±100万円未満）と思 137
100万円以上安いと思う。 26
200万円以上安いと思う。 31
300万円以上安いと思う。

178

教育機関 13
大学病院（医局） 24
市中（民間）病院 197
開業 66
研究所 3
行政 7
民間企業 32
医師以外の職業 41
その他 29
公衆衛生医師に関心があり 16
公衆衛生医師に関心はない 6
公衆衛生医師に関心はあるが 84
公衆衛生医師に関心もなく 150
公衆衛生医師についてあまり 123
公衆衛生医師について全く知
らない・初めて聞いた 33

全体
年収別

Q13 ご自身の現在の年間収入と、公衆衛
生医師（常勤）の年間収入の差に関するイ
メージについてお答えください。公衆衛生医
師の収入はご自身と同一経験年数かつ同
年齢の公衆衛生医師（常勤）の年間収入と
仮定してください。
※手取りではなく給与額面の総額（額面）を
お答えください。

Q14 あなたが将来希望するキャリアについ
て教えてください。

Q15 あなたにとって公衆衛生医師という領
域の興味関心について教えてください。
※現在公衆衛生医師として勤務している場
合は今後の意向をお答えください。

50代 60代以上

39.3 22.1
33.3 33.3
22.2 22.2
23.8 23.8
32.3 25.8
28.3 21.7
47.6 19.6
31.2 27.3
36.7 26.7
33.3 33.3
14.3 57.1
36.5 22.6
26.9 19.2
41.9 12.9

44.4 21.3

38.5 38.5
41.7 4.2
39.6 13.7
36.4 27.3
33.3 0.0
42.9 28.6
46.9 31.3
41.5 29.3
31.0 55.2
50.0 12.5
16.7 16.7
34.5 21.4
40.7 28.0
37.4 15.4

51.5 27.3
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横％

100万円
未満

100万円
～400万
円未満

400万円
～700万
円未満

700万円
～1000万
円未満

1000万円
～1300万
円未満

1300万円
以上

答えたくな
い・わから
ない・覚え
ていない

412 0.7 2.2 5.1 7.5 11.2 54.6 18.7
１人暮らし（同居の家族はいな 60 1.7 3.3 8.3 10.0 10.0 50.0 16.7
２人 102 0.0 1.0 6.9 10.8 9.8 52.0 19.6
３人 111 0.0 1.8 4.5 3.6 17.1 54.1 18.9
４人 80 2.5 2.5 1.3 8.8 7.5 57.5 20.0
５人以上 59 0.0 3.4 5.1 5.1 8.5 61.0 16.9

352 0.6 2.0 4.5 7.1 11.4 55.4 19.0
配偶者 332 0.6 1.8 3.6 6.6 11.1 56.6 19.6
お子さま（未就学児）：【】名 69 1.4 4.3 7.2 5.8 14.5 50.7 15.9
お子さま(お子さまの配偶者を 132 0.0 0.8 3.0 4.5 8.3 68.9 14.4
お子さま(お子さまの配偶者を 82 1.2 2.4 0.0 7.3 9.8 58.5 20.7
父親（配偶者の父親を含む） 18 0.0 11.1 11.1 5.6 11.1 44.4 16.7
母親（配偶者の母親を含む） 31 3.2 6.5 12.9 3.2 6.5 41.9 25.8
祖父母(配偶者の祖父母を含 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
孫 2 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0
兄弟姉妹(配偶者の兄弟姉妹 4 0.0 0.0 p 0.0 0.0 50.0 25.0
その他 3 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 33.3

412 0.7 2.2 5.1 7.5 11.2 54.6 18.7
働いている（常勤） 374 0.5 1.3 4.8 6.4 11.8 56.4 18.7
働いている（非常勤） 30 3.3 6.7 6.7 20.0 6.7 40.0 16.7
働いている（産休・育休中【子 4 0.0 25.0 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0
働いている（介護休暇中等 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
働いていない 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7

409 0.7 2.2 5.1 7.6 11.2 54.8 18.3
医療機関 266 0.8 1.5 4.1 7.9 10.5 57.5 17.7
診療所 93 1.1 5.4 7.5 8.6 9.7 47.3 20.4
保健所 2 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0
自治体 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
大学・研究機関 34 0.0 0.0 8.8 5.9 17.6 47.1 20.6
民間企業 9 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 77.8 11.1
その他 3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0

412 0.7 2.2 5.1 7.5 11.2 54.6 18.7
1年以上5年以下 14 0.0 14.3 35.7 0.0 21.4 21.4 7.1
6年以上10年以下 33 3.0 0.0 9.1 12.1 18.2 33.3 24.2
11年以上15年以下 46 0.0 2.2 4.3 8.7 13.0 54.3 17.4
16年以上20年以下 44 0.0 4.5 0.0 9.1 18.2 43.2 25.0
21年以上25年以下 64 0.0 0.0 1.6 4.7 9.4 76.6 7.8
26年以上30年以下 77 0.0 0.0 5.2 6.5 5.2 61.0 22.1
31年以上35年以下 81 1.2 4.9 6.2 6.2 9.9 50.6 21.0
36年以上40年以下 37 2.7 0.0 0.0 8.1 13.5 59.5 16.2
41年以上45年以下 10 0.0 0.0 10.0 20.0 0.0 50.0 20.0
46年以上50年以下 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

409 0.7 2.2 5.1 7.6 11.2 54.8 18.3
内科 111 0.9 2.7 3.6 10.8 12.6 56.8 12.6
呼吸器内科 14 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 85.7 7.1
循環器内科 28 0.0 0.0 7.1 3.6 3.6 60.7 25.0
消化器内科（胃腸内科） 27 0.0 0.0 3.7 7.4 3.7 63.0 22.2
腎臓内科 6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 83.3 0.0
神経内科 7 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 71.4 14.3
糖尿病内科（代謝内科） 11 0.0 0.0 0.0 9.1 9.1 63.6 18.2
血液内科 7 0.0 0.0 0.0 42.9 14.3 42.9 0.0
皮膚科 11 0.0 0.0 9.1 18.2 9.1 36.4 27.3
アレルギー科 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
リウマチ科 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
感染症内科 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
小児科 29 3.4 3.4 6.9 13.8 13.8 37.9 20.7
精神科 30 0.0 3.3 3.3 10.0 20.0 43.3 20.0
心療内科 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 25.0
外科 40 0.0 0.0 5.0 5.0 7.5 60.0 22.5
呼吸器外科 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
心臓血管外科 9 0.0 11.1 0.0 11.1 0.0 55.6 22.2
乳腺外科 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
気管食道外科 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
消化器外科（胃腸外科） 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 10.0
泌尿器科 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.5 12.5
肛門外科 2 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0
脳神経外科 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 10.0
整形外科 37 0.0 5.4 13.5 5.4 8.1 54.1 13.5
形成外科 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
美容外科 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
眼科 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
耳鼻いんこう科 10 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 40.0 20.0
小児外科 4 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 25.0 25.0
産婦人科 16 0.0 0.0 0.0 12.5 18.8 56.3 12.5
産科 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体

全体

全体

全体

全体

Q1 あなたご自身を含めた、同居家族
の人数をお教えください。
※家族以外の方は除いてお答えくださ
い。
※ペットは含めずにお答えください。

Q2 同居のご家族を教えてください。
（いくつでも）
※ご自身からみた続柄でお答えくださ
い。

Q4 あなたは現在医師として働いてい
ますか？

Q5 あなたが主に働いている（いた）勤
務先の種別を教えてください。（ひとつ
だけ）

Q8 あなたの主たる診療科を教えてく
ださい。（いくつでも）

全体

勤務年数
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婦人科 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
リハビリテーション科 12 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 75.0 16.7
放射線科 14 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 64.3 28.6
麻酔科 25 0.0 4.0 0.0 12.0 8.0 64.0 12.0
病理診断科 3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0
臨床検査科 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
救急科 10 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 60.0 20.0
臨床研修医 3 0.0 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0
全科 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
その他 21 4.8 0.0 9.5 9.5 23.8 42.9 9.5
不詳 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

412 0.7 2.2 5.1 7.5 11.2 54.6 18.7
あり 303 0.0 2.0 4.3 6.9 12.2 56.4 18.2
なし 109 2.8 2.8 7.3 9.2 8.3 49.5 20.2

303 0.0 2.0 4.3 6.9 12.2 56.4 18.2
社会医学系専門医 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3
総合内科専門医 38 0.0 0.0 5.3 7.9 21.1 50.0 15.8
呼吸器専門医 8 0.0 0.0 25.0 0.0 12.5 62.5 0.0
循環器専門医 23 0.0 0.0 8.7 4.3 4.3 56.5 26.1
消化器病専門医 26 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 61.5 30.8
腎臓専門医 5 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 80.0 0.0
肝臓専門医 4 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 50.0 25.0
神経内科専門医 7 0.0 0.0 0.0 14.3 14.3 57.1 14.3
糖尿病専門医 6 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 50.0 16.7
内分泌代謝科専門医 5 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 40.0 20.0
血液専門医 4 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 75.0 0.0
皮膚科専門医 6 0.0 0.0 16.7 33.3 16.7 16.7 16.7
アレルギー専門医 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
リウマチ専門医 8 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 75.0 12.5
感染症専門医 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
小児科専門医 24 0.0 4.2 4.2 16.7 20.8 33.3 20.8
心療内科専門医 5 0.0 0.0 0.0 20.0 40.0 20.0 20.0
外科専門医 43 0.0 0.0 4.7 7.0 9.3 58.1 20.9
呼吸器外科専門医 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
心臓血管外科専門医 6 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0 33.3 33.3
乳腺専門医 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3
気管食道科専門医 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
消化器外科専門医 17 0.0 0.0 0.0 5.9 5.9 64.7 23.5
泌尿器科専門医 9 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 77.8 11.1
脳神経外科専門医 12 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 83.3 8.3
整形外科専門医 31 0.0 6.5 9.7 6.5 9.7 51.6 16.1
形成外科専門医 5 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 80.0 0.0
眼科専門医 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
耳鼻咽喉科専門医 11 0.0 0.0 27.3 0.0 18.2 36.4 18.2
小児外科専門医 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
産婦人科専門医 15 0.0 0.0 0.0 13.3 13.3 60.0 13.3
リハビリテーション科専門医 7 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 71.4 14.3
放射線科専門医 12 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 66.7 25.0
麻酔科専門医 22 0.0 0.0 0.0 9.1 18.2 59.1 13.6
病理専門医 3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0
救急科専門医 12 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 66.7 25.0
超音波専門医 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
細胞診専門医 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
透析専門医 6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 83.3 0.0
老年病専門医 2 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0
消化器内視鏡専門医 23 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 65.2 30.4
臨床遺伝専門医 1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
漢方専門医 3 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0
レーザー専門医 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
気管支鏡専門医 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
核医学専門医 2 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0
大腸肛門病専門医 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
婦人科腫瘍専門医 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
ペインクリニック専門医 4 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 50.0 0.0
熱傷専門医 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
脳血管内治療専門医 3 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0
がん薬物療法専門医 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
周産期(新生児)専門医 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
生殖医療専門医 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小児神経専門医 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一般病院連携精神医学専門 13 0.0 7.7 0.0 7.7 30.8 30.8 23.1

412 0.7 2.2 5.1 7.5 11.2 54.6 18.7
300万円以上高いと思う。 30 3.3 20.0 20.0 6.7 10.0 33.3 6.7
200万円以上高いと思う。 3 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 33.3
100万円以上高いと思う。 7 14.3 0.0 14.3 42.9 0.0 28.6 0.0
同程度（±100万円未満）と思 137 0.0 1.5 5.1 13.1 16.8 36.5 27.0
100万円以上安いと思う。 26 0.0 0.0 19.2 19.2 11.5 26.9 23.1
200万円以上安いと思う。 31 0.0 3.2 3.2 6.5 19.4 38.7 29.0
300万円以上安いと思う。 178 0.6 0.0 0.0 0.0 6.2 80.9 12.4
教育機関 13 0.0 0.0 15.4 0.0 15.4 61.5 7.7
大学病院（医局） 24 0.0 4.2 4.2 4.2 12.5 54.2 20.8
市中（民間）病院 197 0.0 2.5 4.1 7.6 10.2 60.4 15.2
開業 66 0.0 1.5 7.6 10.6 9.1 45.5 25.8

全体

全体

Q10 あなたがお持ちの専門医資格名
を教えてください。（いくつでも）

 

Q9 あなたは専門医資格を持っていま
すか？
※専門医とは専門医機構が指定する

全体

Q13 ご自身の現在の年間収入と、公
衆衛生医師（常勤）の年間収入の差に
関するイメージについてお答えくださ
い。公衆衛生医師の収入はご自身と
同一経験年数かつ同年齢の公衆衛生
医師（常勤）の年間収入と仮定してくだ
さい。
※手取りではなく給与額面の総額（額
Q14 あなたが将来希望するキャリアに
ついて教えてください。
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研究所 3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0
行政 7 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 57.1 28.6
民間企業 32 0.0 0.0 6.3 3.1 15.6 43.8 31.3
医師以外の職業 41 4.9 0.0 2.4 12.2 9.8 51.2 19.5
その他 29 3.4 6.9 6.9 6.9 13.8 48.3 13.8
公衆衛生医師に関心があり 16 6.3 0.0 12.5 0.0 25.0 50.0 6.3
公衆衛生医師に関心はない 6 16.7 0.0 0.0 16.7 0.0 66.7 0.0
公衆衛生医師に関心はある 84 0.0 1.2 4.8 8.3 14.3 54.8 16.7
公衆衛生医師に関心もなく 150 0.0 4.0 4.7 6.7 8.7 54.0 22.0
公衆衛生医師についてあまり 123 0.0 0.8 4.9 8.9 10.6 55.3 19.5
公衆衛生医師について全く知 33 3.0 3.0 6.1 6.1 12.1 54.5 15.2

Q15 あなたにとって公衆衛生医師とい
う領域の興味関心について教えてくだ
さい。
※現在公衆衛生医師として勤務してい
る場合は今後の意向をお答えくださ
い。
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横％

男性 女性

412 90.3 9.7
【1】未経験：教育・研修や業務 109 90.8 9.2
【2】基本レベル：教育・研修や 154 88.3 11.7
【3】自立レベル：教育・研修や 149 91.9 8.1
【1】未経験：教育・研修や業務 111 88.3 11.7
【2】基本レベル：教育・研修や 166 91.6 8.4
【3】自立レベル：教育・研修や 135 90.4 9.6
【1】未経験：教育・研修や業務 119 89.1 10.9
【2】基本レベル：教育・研修や 185 91.4 8.6
【3】自立レベル：教育・研修や 108 89.8 10.2
【1】未経験：教育・研修や業務 151 86.8 13.2
【2】基本レベル：教育・研修や 173 92.5 7.5
【3】自立レベル：教育・研修や 88 92.0 8.0
【1】未経験：教育・研修や業務 187 87.7 12.3
【2】基本レベル：教育・研修や 161 91.9 8.1
【3】自立レベル：教育・研修や 64 93.8 6.3
【1】未経験：教育・研修や業務 187 86.6 13.4
【2】基本レベル：教育・研修や 156 93.6 6.4
【3】自立レベル：教育・研修や 69 92.8 7.2
【1】未経験：教育・研修や業務 190 87.4 12.6
【2】基本レベル：教育・研修や 157 92.4 7.6
【3】自立レベル：教育・研修や 65 93.8 6.2
【1】未経験：教育・研修や業務 201 89.1 10.9
【2】基本レベル：教育・研修や 150 91.3 8.7
【3】自立レベル：教育・研修や 61 91.8 8.2
【1】未経験：教育・研修や業務 227 87.7 12.3
【2】基本レベル：教育・研修や 129 93.8 6.2
【3】自立レベル：教育・研修や 56 92.9 7.1
【1】未経験：教育・研修や業務 182 87.9 12.1
【2】基本レベル：教育・研修や 165 92.1 7.9
【3】自立レベル：教育・研修や 65 92.3 7.7
【1】未経験：教育・研修や業務 206 88.8 11.2
【2】基本レベル：教育・研修や 159 91.2 8.8
【3】自立レベル：教育・研修や 47 93.6 6.4
【1】未経験：教育・研修や業務 191 89.5 10.5
【2】基本レベル：教育・研修や 157 91.1 8.9
【3】自立レベル：教育・研修や 64 90.6 9.4
【1】未経験：教育・研修や業務 199 89.4 10.6
【2】基本レベル：教育・研修や 152 90.1 9.9
【3】自立レベル：教育・研修や 61 93.4 6.6
【1】未経験：教育・研修や業務 246 88.6 11.4
【2】基本レベル：教育・研修や 120 91.7 8.3
【3】自立レベル：教育・研修や 46 95.7 4.3
【1】未経験：教育・研修や業務 243 87.2 12.8
【2】基本レベル：教育・研修や 123 95.1 4.9
【3】自立レベル：教育・研修や 46 93.5 6.5
【1】未経験：教育・研修や業務 238 86.1 13.9
【2】基本レベル：教育・研修や 126 96.8 3.2
【3】自立レベル：教育・研修や 48 93.8 6.3
【1】未経験：教育・研修や業務 192 88.0 12.0
【2】基本レベル：教育・研修や 162 93.8 6.2
【3】自立レベル：教育・研修や 58 87.9 12.1
【1】未経験：教育・研修や業務 98 91.8 8.2
【2】基本レベル：教育・研修や 196 90.3 9.7
【3】自立レベル：教育・研修や 118 89.0 11.0
【1】未経験：教育・研修や業務 158 88.6 11.4
【2】基本レベル：教育・研修や 173 91.9 8.1
【3】自立レベル：教育・研修や 81 90.1 9.9
【1】未経験：教育・研修や業務 170 89.4 10.6

全体
Q16 医師が身に付けておくべき診療に関する
基本的な知識と技術を前提に，個人や集団
の背景や環境等を踏まえて，疾病の予防や
管理 再発防止や機能低下の防止についてQ16 疾病の原因と健康への影響の因果関
係，および疾患や障害の発生に関するリスク
を評価し，改善，管理，予防対策を講じること
ができるQ16 心身機能・身体構造の医学的・社会学
的評価（疾患の程度，機能障害，活動の制
限，参加の制約の状態）を踏まえ，患者等の
疾病や障害を管理するとともに 社会活動Q16 法令に基づく統計調査を正しく理解し，
データを的確に使うことができる。

Q16 統計情報を活用して標準化，時系列分
析，地理的分析などを行い，健康課題を明ら
かにできる。

Q16 特定集団の健康水準ならびに健康決定
諸条件を把握するための指標について理解
し，使用することができる。

Q16 口頭・文書により組織の内外と適切な潤
滑な意識疎通をはかることができる。

Q16 課題解決のために，定量的データ，定性
的データを的確に活用し，データベースを構
築することができる。

Q16 特定の課題において健康ニーズアセス
メントを実施することができる。

Q16 新たな政策や事業を導入することにより
もたらされる健康影響を系統的に評価するこ
とができる。

Q16 様々な研究手法の長所や限界を理解
し，客観的にエビデンスを評価することができ
る。

Q16 健康プログラムの有効性をエビデンスに
基づき正しく評価できる。

Q16 施策を実施し目的を達成するために必
要な資源を確保することができる。

Q16 利用可能な資源を有効に活用して事業
の進捗をはかり，定められた期間内に成果を
あげて完了させることができる。

Q16 財務管理の手法の適用について理解
し，それを示すことができる。

Q16 新たな事業に必要な予算の算定を，事
業の効率性，事業効果の重要性，資源の有
効活用などの点から的確に行うことができ
るQ16 経営計画の立案と評価を行い，対案の
査定，事業の継続または中止の判断ができ
る。

Q16 不確定な要素，予想外の事態，種々の
問題に対し注意深く適切に対処することがで
きる。

Q16 健康危機管理の一般原則と，専門職，
保健所，自治体，国，メディアなどの役割を理
解し，活用できる。

Q16 ヘルスコミュニケーション，リスクコミュニ
解 適切 デ
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横％

男性 女性

【2】基本レベル：教育・研修や 179 91.6 8.4
【3】自立レベル：教育・研修や 63 88.9 11.1
【1】未経験：教育・研修や業務 224 90.2 9.8
【2】基本レベル：教育・研修や 141 90.1 9.9
【3】自立レベル：教育・研修や 47 91.5 8.5
【1】未経験：教育・研修や業務 205 90.2 9.8
【2】基本レベル：教育・研修や 159 89.3 10.7
【3】自立レベル：教育・研修や 48 93.8 6.3
【1】未経験：教育・研修や業務 155 88.4 11.6
【2】基本レベル：教育・研修や 182 91.8 8.2
【3】自立レベル：教育・研修や 75 90.7 9.3
【1】未経験：教育・研修や業務 232 89.7 10.3
【2】基本レベル：教育・研修や 130 90.0 10.0
【3】自立レベル：教育・研修や 50 94.0 6.0
【1】未経験：教育・研修や業務 189 88.9 11.1
【2】基本レベル：教育・研修や 155 92.3 7.7
【3】自立レベル：教育・研修や 68 89.7 10.3
【1】未経験：教育・研修や業務 223 90.6 9.4
【2】基本レベル：教育・研修や 138 89.9 10.1
【3】自立レベル：教育・研修や 51 90.2 9.8
【1】未経験：教育・研修や業務 229 89.5 10.5
【2】基本レベル：教育・研修や 129 91.5 8.5
【3】自立レベル：教育・研修や 54 90.7 9.3
【1】未経験：教育・研修や業務 230 89.1 10.9
【2】基本レベル：教育・研修や 129 93.0 7.0
【3】自立レベル：教育・研修や 53 88.7 11.3
【1】未経験：教育・研修や業務 182 88.5 11.5
【2】基本レベル：教育・研修や 152 91.4 8.6
【3】自立レベル：教育・研修や 78 92.3 7.7
【1】未経験：教育・研修や業務 210 87.6 12.4
【2】基本レベル：教育・研修や 144 92.4 7.6
【3】自立レベル：教育・研修や 58 94.8 5.2
【1】未経験：教育・研修や業務 153 87.6 12.4
【2】基本レベル：教育・研修や 175 91.4 8.6
【3】自立レベル：教育・研修や 84 92.9 7.1
【1】未経験：教育・研修や業務 171 87.7 12.3
【2】基本レベル：教育・研修や 169 92.9 7.1
【3】自立レベル：教育・研修や 72 90.3 9.7
【1】未経験：教育・研修や業務 242 89.3 10.7
【2】基本レベル：教育・研修や 129 93.0 7.0
【3】自立レベル：教育・研修や 41 87.8 12.2
【1】未経験：教育・研修や業務 268 89.2 10.8
【2】基本レベル：教育・研修や 107 93.5 6.5
【3】自立レベル：教育・研修や 37 89.2 10.8
【1】未経験：教育・研修や業務 242 88.8 11.2
【2】基本レベル：教育・研修や 122 93.4 6.6
【3】自立レベル：教育・研修や 48 89.6 10.4
【1】未経験：教育・研修や業務 144 87.5 12.5
【2】基本レベル：教育・研修や 173 90.8 9.2
【3】自立レベル：教育・研修や 95 93.7 6.3
【1】未経験：教育・研修や業務 254 89.4 10.6
【2】基本レベル：教育・研修や 113 92.0 8.0
【3】自立レベル：教育・研修や 45 91.1 8.9
【1】未経験：教育・研修や業務 86 90.7 9.3
【2】基本レベル：教育・研修や 223 88.8 11.2
【3】自立レベル：教育・研修や 103 93.2 6.8
【1】未経験：教育・研修や業務 99 91.9 8.1
【2】基本レベル：教育・研修や 210 88.6 11.4
【3】自立レベル：教育・研修や 103 92.2 7.8

Q16 関係する組織の職員の指導と支援を行
い，業務の進捗を管理し，建設的なフィード
バックを行うことにより職員の資質向上を図る
ことができる

 
ケーションについて理解し，適切にメディアに
対応できる。

Q16 ソーシャルマーケティングとマスコミュニ
ケーションの理論を理解した上で的確に応用
し，人々の健康に係わるメディア戦略の立案
と展開に貢献できるQ16 国民の健康に係わる情報を社会に向け
て適切に公表し，わかりやすく伝え，サービス
やシステムを適切に評価し，様々な場面での
意思決定に役立てることができるQ16 複雑な問題に対して，他の関係機関と良
好な関係を構築して取り組むことができる。

Q16 公衆衛生活動を効果的に展開するため
に，重要な利害関係者や協力者を見出し，参
画させることができる。

Q16 複数機関が関与する状況下において，
専門領域が異なる人々と協力して業務を行う
ための技術と能力がある。

Q16 関係者の利害関係をふまえて地域開発
の事業や活動を展開することができる。

Q16 他の専門領域の協力者と連携し，公衆
衛生およびその他の評価・監査事業を，計
画，実施，完結できる。

Q16 幅広い層の人々を対象に公衆衛生課題
について指導・教育する能力がある。

Q16 人材育成についての知識，技術と態度
を身につけている。

Q16 保健医療福祉サービスの評価指標や基
準を作成することができる。

Q16 職業上の倫理規範を遵守している。

Q16 秘密保持，個人情報保護に関する法的
事項を理解し，法令を遵守し倫理的に適切な
情報管理を行う。

Q16 研究テーマに関する系統的文献レ
ビューを行うことができる。

Q16 様々な専門領域にまたがる複雑な研究
の結果を解釈できる。

Q16 公衆衛生活動にかかわる理論モデルと
その妥当性を理解している。

Q16 公衆衛生の推進および課題解決のため
の研究をデザインできる。

Q16 患者や地域住民のニーズに即した調査
研究を行うことができる。

Q16 研究成果を論文として発表できる。
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横％

男性 女性

【1】未経験：教育・研修や業務 98 89.8 10.2
【2】基本レベル：教育・研修や 220 90.5 9.5
【3】自立レベル：教育・研修や 94 90.4 9.6

Q16 常に最新知識・技術の獲得を目指す努
力を行い，適切な教育や研修を受ける。
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横％

20代 30代 40代 50代 60代以上

412 1.0 14.6 23.1 39.3 22.1
【1】未経験：教育・研修や業務 109 1.8 14.7 22.0 35.8 25.7
【2】基本レベル：教育・研修や 154 1.3 17.5 24.7 37.7 18.8
【3】自立レベル：教育・研修や 149 0.0 11.4 22.1 43.6 22.8
【1】未経験：教育・研修や業務 111 0.0 14.4 24.3 38.7 22.5
【2】基本レベル：教育・研修や 166 1.8 18.1 19.9 39.2 21.1
【3】自立レベル：教育・研修や 135 0.7 10.4 25.9 40.0 23.0
【1】未経験：教育・研修や業務 119 0.0 16.0 22.7 37.8 23.5
【2】基本レベル：教育・研修や 185 2.2 14.6 21.6 40.0 21.6
【3】自立レベル：教育・研修や 108 0.0 13.0 25.9 39.8 21.3
【1】未経験：教育・研修や業務 151 0.7 18.5 19.2 38.4 23.2
【2】基本レベル：教育・研修や 173 1.7 14.5 23.7 37.0 23.1
【3】自立レベル：教育・研修や 88 0.0 8.0 28.4 45.5 18.2
【1】未経験：教育・研修や業務 187 1.1 14.4 19.8 39.6 25.1
【2】基本レベル：教育・研修や 161 0.6 16.1 26.7 37.9 18.6
【3】自立レベル：教育・研修や 64 1.6 10.9 23.4 42.2 21.9
【1】未経験：教育・研修や業務 187 1.1 13.9 21.4 39.0 24.6
【2】基本レベル：教育・研修や 156 1.3 16.0 24.4 38.5 19.9
【3】自立レベル：教育・研修や 69 0.0 13.0 24.6 42.0 20.3
【1】未経験：教育・研修や業務 190 0.5 13.7 17.9 42.6 25.3
【2】基本レベル：教育・研修や 157 1.3 15.9 28.0 36.3 18.5
【3】自立レベル：教育・研修や 65 1.5 13.8 26.2 36.9 21.5
【1】未経験：教育・研修や業務 201 0.5 12.9 23.4 38.3 24.9
【2】基本レベル：教育・研修や 150 2.0 15.3 20.7 43.3 18.7
【3】自立レベル：教育・研修や 61 0.0 18.0 27.9 32.8 21.3
【1】未経験：教育・研修や業務 227 0.9 14.1 22.0 39.2 23.8
【2】基本レベル：教育・研修や 129 1.6 14.0 22.5 43.4 18.6
【3】自立レベル：教育・研修や 56 0.0 17.9 28.6 30.4 23.2
【1】未経験：教育・研修や業務 182 0.0 14.8 20.9 39.0 25.3
【2】基本レベル：教育・研修や 165 2.4 13.9 23.0 40.6 20.0
【3】自立レベル：教育・研修や 65 0.0 15.4 29.2 36.9 18.5
【1】未経験：教育・研修や業務 206 0.0 15.5 20.9 40.8 22.8
【2】基本レベル：教育・研修や 159 2.5 11.3 24.5 40.9 20.8
【3】自立レベル：教育・研修や 47 0.0 21.3 27.7 27.7 23.4
【1】未経験：教育・研修や業務 191 1.0 15.2 20.9 36.6 26.2
【2】基本レベル：教育・研修や 157 1.3 13.4 24.8 42.7 17.8
【3】自立レベル：教育・研修や 64 0.0 15.6 25.0 39.1 20.3
【1】未経験：教育・研修や業務 199 0.0 14.1 20.6 39.7 25.6
【2】基本レベル：教育・研修や 152 2.0 15.1 26.3 37.5 19.1
【3】自立レベル：教育・研修や 61 1.6 14.8 23.0 42.6 18.0
【1】未経験：教育・研修や業務 246 0.4 15.0 23.2 39.0 22.4
【2】基本レベル：教育・研修や 120 1.7 13.3 25.0 39.2 20.8
【3】自立レベル：教育・研修や 46 2.2 15.2 17.4 41.3 23.9
【1】未経験：教育・研修や業務 243 0.8 15.2 23.0 38.3 22.6
【2】基本レベル：教育・研修や 123 1.6 13.0 23.6 42.3 19.5
【3】自立レベル：教育・研修や 46 0.0 15.2 21.7 37.0 26.1
【1】未経験：教育・研修や業務 238 0.8 16.0 25.2 36.6 21.4
【2】基本レベル：教育・研修や 126 0.8 13.5 19.8 44.4 21.4
【3】自立レベル：教育・研修や 48 2.1 10.4 20.8 39.6 27.1
【1】未経験：教育・研修や業務 192 0.5 15.6 22.9 38.5 22.4
【2】基本レベル：教育・研修や 162 1.9 13.0 21.6 42.0 21.6
【3】自立レベル：教育・研修や 58 0.0 15.5 27.6 34.5 22.4
【1】未経験：教育・研修や業務 98 1.0 11.2 21.4 38.8 27.6
【2】基本レベル：教育・研修や 196 1.5 15.3 20.9 40.8 21.4
【3】自立レベル：教育・研修や 118 0.0 16.1 28.0 37.3 18.6
【1】未経験：教育・研修や業務 158 0.0 15.2 24.1 38.0 22.8
【2】基本レベル：教育・研修や 173 2.3 14.5 22.0 39.9 21.4
【3】自立レベル：教育・研修や 81 0.0 13.6 23.5 40.7 22.2
【1】未経験：教育・研修や業務 170 0.0 14.7 24.1 36.5 24.7
【2】基本レベル：教育・研修や 179 2.2 15.6 20.7 41.3 20.1
【3】自立レベル：教育・研修や 63 0.0 11.1 27.0 41.3 20.6
【1】未経験：教育・研修や業務 224 0.4 14.3 23.2 40.2 21.9
【2】基本レベル：教育・研修や 141 2.1 15.6 21.3 39.0 22.0
【3】自立レベル：教育・研修や 47 0.0 12.8 27.7 36.2 23.4

全体
Q16 医師が身に付けておくべき診療に関す
る基本的な知識と技術を前提に，個人や集
団の背景や環境等を踏まえて，疾病の予防
や管理 再発防止や機能低下の防止についQ16 疾病の原因と健康への影響の因果関
係，および疾患や障害の発生に関するリス
クを評価し，改善，管理，予防対策を講じる
ことができるQ16 心身機能・身体構造の医学的・社会学
的評価（疾患の程度，機能障害，活動の制
限，参加の制約の状態）を踏まえ，患者等の
疾病や障害を管理するとともに 社会活動Q16 法令に基づく統計調査を正しく理解し，
データを的確に使うことができる。

Q16 統計情報を活用して標準化，時系列分
析，地理的分析などを行い，健康課題を明ら
かにできる。

Q16 特定集団の健康水準ならびに健康決
定諸条件を把握するための指標について理
解し，使用することができる。

Q16 口頭・文書により組織の内外と適切な
潤滑な意識疎通をはかることができる。

Q16 課題解決のために，定量的データ，定
性的データを的確に活用し，データベースを
構築することができる。

Q16 特定の課題において健康ニーズアセス
メントを実施することができる。

Q16 新たな政策や事業を導入することによ
りもたらされる健康影響を系統的に評価する
ことができる。

Q16 様々な研究手法の長所や限界を理解
し，客観的にエビデンスを評価することがで
きる。

Q16 健康プログラムの有効性をエビデンス
に基づき正しく評価できる。

Q16 施策を実施し目的を達成するために必
要な資源を確保することができる。

Q16 利用可能な資源を有効に活用して事業
の進捗をはかり，定められた期間内に成果
をあげて完了させることができる。

Q16 財務管理の手法の適用について理解
し，それを示すことができる。

Q16 新たな事業に必要な予算の算定を，事
業の効率性，事業効果の重要性，資源の有
効活用などの点から的確に行うことができ
るQ16 経営計画の立案と評価を行い，対案の
査定，事業の継続または中止の判断ができ
る。

Q16 不確定な要素，予想外の事態，種々の
問題に対し注意深く適切に対処することがで
きる。

Q16 健康危機管理の一般原則と，専門職，
保健所，自治体，国，メディアなどの役割を
理解し，活用できる。

Q16 ヘルスコミュニケーション，リスクコミュニ
ケーションについて理解し，適切にメディアに
対応できる。

Q16 ソーシャルマーケティングとマスコミュニ
ケーションの理論を理解した上で的確に応
用し，人々の健康に係わるメディア戦略の立
案と展開に貢献できる - 62 -



横％

20代 30代 40代 50代 60代以上

【1】未経験：教育・研修や業務 205 0.0 15.6 23.4 40.0 21.0
【2】基本レベル：教育・研修や 159 1.9 15.1 20.8 40.3 22.0
【3】自立レベル：教育・研修や 48 2.1 8.3 29.2 33.3 27.1
【1】未経験：教育・研修や業務 155 0.0 15.5 21.9 40.0 22.6
【2】基本レベル：教育・研修や 182 2.2 14.8 20.3 40.1 22.5
【3】自立レベル：教育・研修や 75 0.0 12.0 32.0 36.0 20.0
【1】未経験：教育・研修や業務 232 0.0 15.9 22.4 38.8 22.8
【2】基本レベル：教育・研修や 130 3.1 11.5 22.3 41.5 21.5
【3】自立レベル：教育・研修や 50 0.0 16.0 28.0 36.0 20.0
【1】未経験：教育・研修や業務 189 0.5 13.8 22.8 40.2 22.8
【2】基本レベル：教育・研修や 155 1.9 14.2 21.3 41.3 21.3
【3】自立レベル：教育・研修や 68 0.0 17.6 27.9 32.4 22.1
【1】未経験：教育・研修や業務 223 0.4 14.8 22.4 40.8 21.5
【2】基本レベル：教育・研修や 138 2.2 15.9 20.3 38.4 23.2
【3】自立レベル：教育・研修や 51 0.0 9.8 33.3 35.3 21.6
【1】未経験：教育・研修や業務 229 0.4 14.4 23.6 40.6 21.0
【2】基本レベル：教育・研修や 129 2.3 15.5 20.2 38.0 24.0
【3】自立レベル：教育・研修や 54 0.0 13.0 27.8 37.0 22.2
【1】未経験：教育・研修や業務 230 0.0 15.7 23.0 39.1 22.2
【2】基本レベル：教育・研修や 129 3.1 13.2 20.2 41.1 22.5
【3】自立レベル：教育・研修や 53 0.0 13.2 30.2 35.8 20.8
【1】未経験：教育・研修や業務 182 0.5 13.7 22.0 44.0 19.8
【2】基本レベル：教育・研修や 152 1.3 17.8 21.7 35.5 23.7
【3】自立レベル：教育・研修や 78 1.3 10.3 28.2 35.9 24.4
【1】未経験：教育・研修や業務 210 0.5 15.7 22.4 41.9 19.5
【2】基本レベル：教育・研修や 144 2.1 14.6 22.2 36.8 24.3
【3】自立レベル：教育・研修や 58 0.0 10.3 27.6 36.2 25.9
【1】未経験：教育・研修や業務 153 0.7 13.7 20.3 38.6 26.8
【2】基本レベル：教育・研修や 175 1.7 14.3 22.9 42.3 18.9
【3】自立レベル：教育・研修や 84 0.0 16.7 28.6 34.5 20.2
【1】未経験：教育・研修や業務 171 0.6 14.6 22.8 38.6 23.4
【2】基本レベル：教育・研修や 169 1.8 14.2 20.7 41.4 21.9
【3】自立レベル：教育・研修や 72 0.0 15.3 29.2 36.1 19.4
【1】未経験：教育・研修や業務 242 0.4 13.2 23.1 38.8 24.4
【2】基本レベル：教育・研修や 129 2.3 17.1 18.6 42.6 19.4
【3】自立レベル：教育・研修や 41 0.0 14.6 36.6 31.7 17.1
【1】未経験：教育・研修や業務 268 0.4 14.2 22.8 40.7 22.0
【2】基本レベル：教育・研修や 107 1.9 15.0 20.6 39.3 23.4
【3】自立レベル：教育・研修や 37 2.7 16.2 32.4 29.7 18.9
【1】未経験：教育・研修や業務 242 0.4 15.3 23.6 40.1 20.7
【2】基本レベル：教育・研修や 122 2.5 13.9 19.7 37.7 26.2
【3】自立レベル：教育・研修や 48 0.0 12.5 29.2 39.6 18.8
【1】未経験：教育・研修や業務 144 1.4 13.9 22.9 38.2 23.6
【2】基本レベル：教育・研修や 173 0.6 15.6 19.1 42.8 22.0
【3】自立レベル：教育・研修や 95 1.1 13.7 30.5 34.7 20.0
【1】未経験：教育・研修や業務 254 0.8 14.2 23.2 39.8 22.0
【2】基本レベル：教育・研修や 113 0.9 16.8 19.5 39.8 23.0
【3】自立レベル：教育・研修や 45 2.2 11.1 31.1 35.6 20.0
【1】未経験：教育・研修や業務 86 0.0 15.1 20.9 40.7 23.3
【2】基本レベル：教育・研修や 223 1.8 13.9 22.4 38.6 23.3
【3】自立レベル：教育・研修や 103 0.0 15.5 26.2 39.8 18.4
【1】未経験：教育・研修や業務 99 1.0 12.1 24.2 39.4 23.2
【2】基本レベル：教育・研修や 210 1.4 16.7 21.0 39.0 21.9
【3】自立レベル：教育・研修や 103 0.0 12.6 26.2 39.8 21.4
【1】未経験：教育・研修や業務 98 0.0 15.3 21.4 40.8 22.4
【2】基本レベル：教育・研修や 220 1.4 14.1 21.4 41.4 21.8
【3】自立レベル：教育・研修や 94 1.1 14.9 28.7 33.0 22.3

Q16 関係する組織の職員の指導と支援を行
い，業務の進捗を管理し，建設的なフィード
バックを行うことにより職員の資質向上を図
ることができる

Q16 国民の健康に係わる情報を社会に向け
て適切に公表し，わかりやすく伝え，サービ
スやシステムを適切に評価し，様々な場面で
の意思決定に役立てることができるQ16 複雑な問題に対して，他の関係機関と
良好な関係を構築して取り組むことができ
る。

Q16 公衆衛生活動を効果的に展開するため
に，重要な利害関係者や協力者を見出し，
参画させることができる。

Q16 複数機関が関与する状況下において，
専門領域が異なる人々と協力して業務を行
うための技術と能力がある。

Q16 関係者の利害関係をふまえて地域開発
の事業や活動を展開することができる。

Q16 他の専門領域の協力者と連携し，公衆
衛生およびその他の評価・監査事業を，計
画，実施，完結できる。

Q16 幅広い層の人々を対象に公衆衛生課
題について指導・教育する能力がある。

Q16 人材育成についての知識，技術と態度
を身につけている。

Q16 保健医療福祉サービスの評価指標や
基準を作成することができる。

Q16 職業上の倫理規範を遵守している。

Q16 秘密保持，個人情報保護に関する法的
事項を理解し，法令を遵守し倫理的に適切
な情報管理を行う。

Q16 常に最新知識・技術の獲得を目指す努
力を行い，適切な教育や研修を受ける。

Q16 研究テーマに関する系統的文献レ
ビューを行うことができる。

Q16 様々な専門領域にまたがる複雑な研究
の結果を解釈できる。

Q16 公衆衛生活動にかかわる理論モデルと
その妥当性を理解している。

Q16 公衆衛生の推進および課題解決のた
めの研究をデザインできる。

Q16 患者や地域住民のニーズに即した調査
研究を行うことができる。

Q16 研究成果を論文として発表できる。
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横％

100万円
未満

100万円
～400万
円未満

400万円
～700万
円未満

700万円
～1000万
円未満

1000万円
～1300万
円未満

1300万円
以上

答えたくな
い・わから
ない・覚え
ていない

412 0.7 2.2 5.1 7.5 11.2 54.6 18.7
【1】未経験：教育・研修や業務 109 0.9 6.4 7.3 6.4 12.8 45.0 21.1
【2】基本レベル：教育・研修や 154 0.6 1.3 6.5 7.8 9.7 56.5 17.5
【3】自立レベル：教育・研修や 149 0.7 0.0 2.0 8.1 11.4 59.7 18.1
【1】未経験：教育・研修や業務 111 1.8 7.2 5.4 8.1 13.5 44.1 19.8
【2】基本レベル：教育・研修や 166 0.6 0.6 7.2 9.0 7.8 56.6 18.1
【3】自立レベル：教育・研修や 135 0.0 0.0 2.2 5.2 13.3 60.7 18.5
【1】未経験：教育・研修や業務 119 1.7 6.7 5.9 6.7 11.8 48.7 18.5
【2】基本レベル：教育・研修や 185 0.5 0.5 6.5 8.6 9.2 54.1 20.5
【3】自立レベル：教育・研修や 108 0.0 0.0 1.9 6.5 13.9 62.0 15.7
【1】未経験：教育・研修や業務 151 2.0 4.6 5.3 7.3 10.6 50.3 19.9
【2】基本レベル：教育・研修や 173 0.0 1.2 6.9 8.7 9.2 53.2 20.8
【3】自立レベル：教育・研修や 88 0.0 0.0 1.1 5.7 15.9 64.8 12.5
【1】未経験：教育・研修や業務 187 1.6 4.3 5.3 6.4 12.3 51.9 18.2
【2】基本レベル：教育・研修や 161 0.0 0.6 6.2 9.3 6.2 56.5 21.1
【3】自立レベル：教育・研修や 64 0.0 0.0 1.6 6.3 20.3 57.8 14.1
【1】未経験：教育・研修や業務 187 1.6 4.3 4.8 7.5 12.8 51.3 17.6
【2】基本レベル：教育・研修や 156 0.0 0.6 7.1 7.7 6.4 55.8 22.4
【3】自立レベル：教育・研修や 69 0.0 0.0 1.4 7.2 17.4 60.9 13.0
【1】未経験：教育・研修や業務 190 1.6 4.2 4.7 7.4 11.1 53.7 17.4
【2】基本レベル：教育・研修や 157 0.0 0.6 7.0 8.3 7.0 52.9 24.2
【3】自立レベル：教育・研修や 65 0.0 0.0 1.5 6.2 21.5 61.5 9.2
【1】未経験：教育・研修や業務 201 1.5 3.5 4.5 7.0 11.9 52.7 18.9
【2】基本レベル：教育・研修や 150 0.0 1.3 7.3 9.3 8.7 53.3 20.0
【3】自立レベル：教育・研修や 61 0.0 0.0 1.6 4.9 14.8 63.9 14.8
【1】未経験：教育・研修や業務 227 1.3 3.1 4.8 7.0 11.9 53.3 18.5
【2】基本レベル：教育・研修や 129 0.0 1.6 7.0 8.5 8.5 52.7 21.7
【3】自立レベル：教育・研修や 56 0.0 0.0 1.8 7.1 14.3 64.3 12.5
【1】未経験：教育・研修や業務 182 1.6 3.8 3.8 7.7 11.5 51.1 20.3
【2】基本レベル：教育・研修や 165 0.0 1.2 7.9 7.3 7.9 56.4 19.4
【3】自立レベル：教育・研修や 65 0.0 0.0 1.5 7.7 18.5 60.0 12.3
【1】未経験：教育・研修や業務 206 1.5 3.9 3.9 7.3 10.7 53.9 18.9
【2】基本レベル：教育・研修や 159 0.0 0.6 7.5 8.2 11.3 53.5 18.9
【3】自立レベル：教育・研修や 47 0.0 0.0 2.1 6.4 12.8 61.7 17.0
【1】未経験：教育・研修や業務 191 1.6 3.7 4.7 7.9 12.0 47.1 23.0
【2】基本レベル：教育・研修や 157 0.0 1.3 7.0 8.3 8.9 59.9 14.6
【3】自立レベル：教育・研修や 64 0.0 0.0 1.6 4.7 14.1 64.1 15.6
【1】未経験：教育・研修や業務 199 1.5 4.0 3.5 7.5 12.6 50.8 20.1
【2】基本レベル：教育・研修や 152 0.0 0.7 8.6 7.9 7.9 57.2 17.8
【3】自立レベル：教育・研修や 61 0.0 0.0 1.6 6.6 14.8 60.7 16.4
【1】未経験：教育・研修や業務 246 1.2 3.3 3.7 8.5 11.8 52.4 19.1
【2】基本レベル：教育・研修や 120 0.0 0.8 9.2 5.0 7.5 57.5 20.0
【3】自立レベル：教育・研修や 46 0.0 0.0 2.2 8.7 17.4 58.7 13.0
【1】未経験：教育・研修や業務 243 1.2 3.3 4.9 7.4 12.3 51.9 18.9
【2】基本レベル：教育・研修や 123 0.0 0.8 6.5 7.3 8.1 58.5 18.7
【3】自立レベル：教育・研修や 46 0.0 0.0 2.2 8.7 13.0 58.7 17.4
【1】未経験：教育・研修や業務 238 1.3 2.9 5.0 8.0 11.8 52.5 18.5
【2】基本レベル：教育・研修や 126 0.0 1.6 6.3 7.1 8.7 58.7 17.5
【3】自立レベル：教育・研修や 48 0.0 0.0 2.1 6.3 14.6 54.2 22.9
【1】未経験：教育・研修や業務 192 1.6 3.6 4.7 8.3 11.5 51.6 18.8
【2】基本レベル：教育・研修や 162 0.0 1.2 6.8 6.8 9.9 56.8 18.5
【3】自立レベル：教育・研修や 58 0.0 0.0 1.7 6.9 13.8 58.6 19.0
【1】未経験：教育・研修や業務 98 2.0 2.0 5.1 7.1 14.3 46.9 22.4
【2】基本レベル：教育・研修や 196 0.5 3.6 6.6 7.7 7.1 59.2 15.3
【3】自立レベル：教育・研修や 118 0.0 0.0 2.5 7.6 15.3 53.4 21.2
【1】未経験：教育・研修や業務 158 1.9 3.8 4.4 8.2 13.9 49.4 18.4
【2】基本レベル：教育・研修や 173 0.0 1.7 6.9 7.5 8.1 57.2 18.5
【3】自立レベル：教育・研修や 81 0.0 0.0 2.5 6.2 12.3 59.3 19.8
【1】未経験：教育・研修や業務 170 1.8 3.5 3.5 5.9 11.2 54.7 19.4
【2】基本レベル：教育・研修や 179 0.0 1.7 7.3 9.5 10.1 52.5 19.0
【3】自立レベル：教育・研修や 63 0.0 0.0 3.2 6.3 14.3 60.3 15.9
【1】未経験：教育・研修や業務 224 1.3 3.1 3.1 8.0 11.6 53.6 19.2
【2】基本レベル：教育・研修や 141 0.0 1.4 8.5 6.4 9.9 53.9 19.9
【3】自立レベル：教育・研修や 47 0.0 0.0 4.3 8.5 12.8 61.7 12.8
【1】未経験：教育・研修や業務 205 1.5 2.4 3.4 7.3 11.7 55.1 18.5
【2】基本レベル：教育・研修や 159 0.0 2.5 8.2 8.2 8.2 52.8 20.1
【3】自立レベル：教育・研修や 48 0.0 0.0 2.1 6.3 18.8 58.3 14.6
【1】未経験：教育・研修や業務 155 1.9 3.2 4.5 9.7 11.6 50.3 18.7
【2】基本レベル：教育・研修や 182 0.0 2.2 6.6 6.0 11.0 57.1 17.0
【3】自立レベル：教育・研修や 75 0.0 0.0 2.7 6.7 10.7 57.3 22.7
【1】未経験：教育・研修や業務 232 1.3 3.0 3.4 7.3 11.6 55.2 18.1
【2】基本レベル：教育・研修や 130 0.0 1.5 8.5 7.7 9.2 52.3 20.8
【3】自立レベル：教育・研修や 50 0.0 0.0 4.0 8.0 14.0 58.0 16.0
【1】未経験：教育・研修や業務 189 1.6 3.7 3.2 8.5 11.6 52.9 18.5
【2】基本レベル：教育・研修や 155 0.0 1.3 7.7 7.7 9.0 55.5 18.7
【3】自立レベル：教育・研修や 68 0.0 0.0 4.4 4.4 14.7 57.4 19.1
【1】未経験：教育・研修や業務 223 1.3 2.7 3.1 8.1 10.8 55.6 18.4
【2】基本レベル：教育・研修や 138 0.0 2.2 9.4 7.2 10.9 52.9 17.4
【3】自立レベル：教育・研修や 51 0.0 0.0 2.0 5.9 13.7 54.9 23.5
【1】未経験：教育・研修や業務 229 1.3 2.6 3.1 7.9 12.2 54.6 18.3

全体
Q16 医師が身に付けておくべき診療に関する
基本的な知識と技術を前提に，個人や集団の
背景や環境等を踏まえて，疾病の予防や管
理 再発防止や機能低下の防止に いて管Q16 疾病の原因と健康への影響の因果関
係，および疾患や障害の発生に関するリスク
を評価し，改善，管理，予防対策を講じること
ができるQ16 心身機能・身体構造の医学的・社会学的
評価（疾患の程度，機能障害，活動の制限，
参加の制約の状態）を踏まえ，患者等の疾病
や障害を管理するとともに 社会活動 の参Q16 法令に基づく統計調査を正しく理解し，
データを的確に使うことができる。

Q16 統計情報を活用して標準化，時系列分
析，地理的分析などを行い，健康課題を明ら
かにできる。

Q16 特定集団の健康水準ならびに健康決定
諸条件を把握するための指標について理解
し，使用することができる。

Q16 口頭・文書により組織の内外と適切な潤
滑な意識疎通をはかることができる。

Q16 課題解決のために，定量的データ，定性
的データを的確に活用し，データベースを構
築することができる。

Q16 特定の課題において健康ニーズアセスメ
ントを実施することができる。

Q16 新たな政策や事業を導入することにより
もたらされる健康影響を系統的に評価するこ
とができる。

Q16 様々な研究手法の長所や限界を理解し，
客観的にエビデンスを評価することができる。

Q16 健康プログラムの有効性をエビデンスに
基づき正しく評価できる。

Q16 施策を実施し目的を達成するために必要
な資源を確保することができる。

Q16 利用可能な資源を有効に活用して事業
の進捗をはかり，定められた期間内に成果を
あげて完了させることができる。

Q16 財務管理の手法の適用について理解し，
それを示すことができる。

Q16 新たな事業に必要な予算の算定を，事業
の効率性，事業効果の重要性，資源の有効
活用などの点から的確に行うことができる。

Q16 経営計画の立案と評価を行い，対案の
査定，事業の継続または中止の判断ができ
る。

Q16 不確定な要素，予想外の事態，種々の
問題に対し注意深く適切に対処することがで
きる。

Q16 健康危機管理の一般原則と，専門職，保
健所，自治体，国，メディアなどの役割を理解
し，活用できる。

Q16 ヘルスコミュニケーション，リスクコミュニ
ケーションについて理解し，適切にメディアに
対応できる。

Q16 ソーシャルマーケティングとマスコミュニ
ケーションの理論を理解した上で的確に応用
し，人々の健康に係わるメディア戦略の立案
と展開に貢献できるQ16 国民の健康に係わる情報を社会に向け
て適切に公表し，わかりやすく伝え，サービス
やシステムを適切に評価し，様々な場面での
意思決定に役立てることができるQ16 複雑な問題に対して，他の関係機関と良
好な関係を構築して取り組むことができる。

Q16 公衆衛生活動を効果的に展開するため
に，重要な利害関係者や協力者を見出し，参
画させることができる。

Q16 複数機関が関与する状況下において，
専門領域が異なる人々と協力して業務を行う
ための技術と能力がある。

Q16 関係者の利害関係をふまえて地域開発
の事業や活動を展開することができる。

Q16 他の専門領域の協力者と連携し，公衆衛
び 監 事 - 64 -



横％

100万円
未満

100万円
～400万
円未満

400万円
～700万
円未満

700万円
～1000万
円未満

1000万円
～1300万
円未満

1300万円
以上

答えたくな
い・わから
ない・覚え
ていない

【2】基本レベル：教育・研修や 129 0.0 2.3 10.1 7.0 8.5 51.9 20.2
【3】自立レベル：教育・研修や 54 0.0 0.0 1.9 7.4 13.0 61.1 16.7
【1】未経験：教育・研修や業務 230 1.3 3.5 3.9 8.3 10.4 54.3 18.3
【2】基本レベル：教育・研修や 129 0.0 0.8 7.8 6.2 11.6 52.7 20.9
【3】自立レベル：教育・研修や 53 0.0 0.0 3.8 7.5 13.2 60.4 15.1
【1】未経験：教育・研修や業務 182 1.6 3.8 4.4 9.3 10.4 51.6 18.7
【2】基本レベル：教育・研修や 152 0.0 1.3 7.2 6.6 8.6 57.2 19.1
【3】自立レベル：教育・研修や 78 0.0 0.0 2.6 5.1 17.9 56.4 17.9
【1】未経験：教育・研修や業務 210 1.4 3.3 4.3 8.6 10.0 51.4 21.0
【2】基本レベル：教育・研修や 144 0.0 0.7 6.9 6.3 12.5 56.9 16.7
【3】自立レベル：教育・研修や 58 0.0 1.7 3.4 6.9 12.1 60.3 15.5
【1】未経験：教育・研修や業務 153 2.0 5.2 6.5 6.5 10.5 45.8 23.5
【2】基本レベル：教育・研修や 175 0.0 0.6 4.6 9.1 9.7 61.1 14.9
【3】自立レベル：教育・研修や 84 0.0 0.0 3.6 6.0 15.5 57.1 17.9
【1】未経験：教育・研修や業務 171 1.8 3.5 5.8 7.0 11.7 48.5 21.6
【2】基本レベル：教育・研修や 169 0.0 1.8 4.7 7.7 9.5 58.0 18.3
【3】自立レベル：教育・研修や 72 0.0 0.0 4.2 8.3 13.9 61.1 12.5
【1】未経験：教育・研修や業務 242 1.2 2.5 4.5 7.0 11.2 55.0 18.6
【2】基本レベル：教育・研修や 129 0.0 2.3 7.0 8.5 10.9 51.2 20.2
【3】自立レベル：教育・研修や 41 0.0 0.0 2.4 7.3 12.2 63.4 14.6
【1】未経験：教育・研修や業務 268 1.1 3.0 4.1 7.1 12.3 53.4 19.0
【2】基本レベル：教育・研修や 107 0.0 0.9 8.4 8.4 6.5 56.1 19.6
【3】自立レベル：教育・研修や 37 0.0 0.0 2.7 8.1 16.2 59.5 13.5
【1】未経験：教育・研修や業務 242 1.2 2.9 4.5 7.0 12.4 51.7 20.2
【2】基本レベル：教育・研修や 122 0.0 1.6 7.4 9.0 8.2 58.2 15.6
【3】自立レベル：教育・研修や 48 0.0 0.0 2.1 6.3 12.5 60.4 18.8
【1】未経験：教育・研修や業務 144 2.1 4.2 6.3 7.6 9.7 48.6 21.5
【2】基本レベル：教育・研修や 173 0.0 1.7 5.8 7.5 10.4 56.6 17.9
【3】自立レベル：教育・研修や 95 0.0 0.0 2.1 7.4 14.7 60.0 15.8
【1】未経験：教育・研修や業務 254 1.2 2.8 3.5 6.7 12.2 55.1 18.5
【2】基本レベル：教育・研修や 113 0.0 1.8 9.7 9.7 6.2 53.1 19.5
【3】自立レベル：教育・研修や 45 0.0 0.0 2.2 6.7 17.8 55.6 17.8
【1】未経験：教育・研修や業務 86 3.5 3.5 7.0 8.1 11.6 48.8 17.4
【2】基本レベル：教育・研修や 223 0.0 2.7 5.8 9.4 10.8 52.9 18.4
【3】自立レベル：教育・研修や 103 0.0 0.0 1.9 2.9 11.7 63.1 20.4
【1】未経験：教育・研修や業務 99 3.0 3.0 7.1 6.1 14.1 44.4 22.2
【2】基本レベル：教育・研修や 210 0.0 2.9 5.7 9.5 9.5 57.1 15.2
【3】自立レベル：教育・研修や 103 0.0 0.0 1.9 4.9 11.7 59.2 22.3
【1】未経験：教育・研修や業務 98 3.1 5.1 5.1 9.2 10.2 46.9 20.4
【2】基本レベル：教育・研修や 220 0.0 1.8 6.4 8.6 11.4 53.2 18.6
【3】自立レベル：教育・研修や 94 0.0 0.0 2.1 3.2 11.7 66.0 17.0

Q16 関係する組織の職員の指導と支援を行
い，業務の進捗を管理し，建設的なフィード
バックを行うことにより職員の資質向上を図る
ことができる

 
生およびその他の評価・監査事業を，計画，
実施，完結できる。

Q16 幅広い層の人々を対象に公衆衛生課題
について指導・教育する能力がある。

Q16 人材育成についての知識，技術と態度を
身につけている。

Q16 保健医療福祉サービスの評価指標や基
準を作成することができる。

Q16 職業上の倫理規範を遵守している。

Q16 秘密保持，個人情報保護に関する法的
事項を理解し，法令を遵守し倫理的に適切な
情報管理を行う。

Q16 常に最新知識・技術の獲得を目指す努
力を行い，適切な教育や研修を受ける。

Q16 研究テーマに関する系統的文献レビュー
を行うことができる。

Q16 様々な専門領域にまたがる複雑な研究
の結果を解釈できる。

Q16 公衆衛生活動にかかわる理論モデルと
その妥当性を理解している。

Q16 公衆衛生の推進および課題解決のため
の研究をデザインできる。

Q16 患者や地域住民のニーズに即した調査
研究を行うことができる。

Q16 研究成果を論文として発表できる。
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分担研究報告書 

 

公衆衛生行政医師の人材確保と育成のためのインタビュー調査 
 

研究分担者 渡邊  亮 神奈川県立保健福祉大学 研究員 

研究分担者 佐藤 大介 国立保健医療科学院 主任研究官 

研究代表者 吉田 穂波 神奈川県立保健福祉大学 准教授 

研究分担者 吉村 健佑 国立保健医療科学院 主任研究官 

 

研究要旨：保健所や自治体などに勤務する公衆衛生行政医師は、全国的に不足して

おり、大きな課題となっている。そこで、公衆衛生行政医師の人材確保と育成に

おける課題の抽出と対策の検討を目的として、自治体や保健所に勤務する 5 名

の医師を対象としてインタビュー調査を行った。その結果、医師確保の課題と

して、公衆衛生行政医師業務の魅力を効果的に発信できていないことが示唆さ

れた。一方、公衆衛生行政業務のやりがいやワークライフバランスを踏まえる

と、潜在的な「なり手」は存在すること、組織や地域を越えた人材交流の枠組

みを構築することによって医師確保を促進しうることが示唆された。育成上の

課題としては「育成プログラム」や「研修機会」の欠如が挙げられ、キャリア

ラダーなどを用いてコンピテンシーを踏まえたキャリアパスを明示することに

加え、オンライン研修の充実や自治体内研修受講の義務化が重要であると考え

られた。 

 

 

A．研究目的 

 保健所や自治体などに勤務する公衆衛生行

政医師は、全国的に不足しており、自治体に

おける地域保健の維持・向上に向けた取り組

みにおいて、大きな課題となっている。公衆

衛生行政医師の確保と育成に向けては、国レ

ベルでも既に公衆衛生医師の確保・人材育成

に関する調査や研修などを実施している。ま

た各都道府県でも様々な取り組みを行ってい

るほか、全国の保健所長で構成される全国保

健所長会も、厚生労働省の地域保健総合推進

事業の一環として「公衆衛生医師の確保・人

材育成に関する調査及び実践事業」を実施す

るなど、様々なレベルで公衆衛生行政医師の

確保・育成に向けた取り組みが行われている

が、現時点では十分な成果が上げられている

とは言えない。 

先行する調査では、主に保健所長に対する

定量的調査が行われてきた。一方、公衆衛生

行政医師の確保・育成における自治体・保健

所の具体的な課題を描出し、その課題への対

応策を検討するためには、さらなる調査が求
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められる。 

そこで本研究は、自治体の公衆衛生行政医

師の確保と育成を促進するために、 

(1) 女性医師、若手医師、ベテラン医師が公

衆衛生医師の具体的な活躍のイメージを

関係組織と共有すること 

(2) 社会医学系専門医認定プログラムや自治

体の公衆衛生医師養成プログラムを基

に、行政機関の公衆衛生医師におけるコ

ンピテンシーとその育成プログラムポリ

シーを策定すること 

(3) 公衆衛生医師に求められる資質や育成に

関するガイドラインを整備すること 

を目的とした研究の一環として、特に上記

(1)及び(2)を達成するため、公衆衛生行政医

師の具体的な業務やキャリアや、その業務に

求められる特徴的なコンピテンシーの特定に

加えて、公衆衛生行政医師の育成に求められ

る要素や課題について明らかにすると共に、

具体的な公衆衛生医師人材の確保及び育成を

推進するための基礎資料を得ることを目的と

して、地方自治体及び保健所に勤務する公衆

衛生行政医師を対象としてインタビュー調査

を行う。 

 

B．研究方法 

本研究は、半構造化質問票を用いたリサー

チ・インタビューとして実施する。対象は、

全国保健所長会及び各自治体に対して協力を

仰ぎ、協力が得られた下記を対象とする。 

① 全国の保健所長または保健所医師 

② 都道府県の保健福祉部門に勤務する医師

(行政医師) 

調査に同意した 5 名が最終的に調査対象とな

った。インタビュー対象者の概要は図表 1 の

通りである。インタビューは、各対象者の勤

務地または会議室を用いて実施した。調査の

合計時間はおよそ 8 時間であり、1 人あたり

のインタビュー時間は約 40 分から 120 分程

度であった。なお対象者には、調査に先だっ

て「公衆衛生行政医師のキャリア構築と育成

に関するインタビュー調査のお願い」と題し

た調査企図と調査内容を示した文書及び、

「インタビュー調査における倫理的配慮につ

いて」と題した書面を提出し、①許可がある

場合を除く匿名性の遵守、②研究協力の任意

性、③インタビューにおける録音の実施及び

厳重な保管、④研究結果の利用に関する制約

について提示し、予め対象者から同意を頂い

た。 

インタビューは本研究班の研究者自身が担当

した。また同意に基づいて、インタビューは

全て IC レコーダを用いて録音し、インタビ

ュー後に逐語録を作成した。 

 

(倫理面への配慮) 

 本研究は、人を対象とする医学系研究に関

する倫理指針に沿って実施し、神奈川県立保

健福祉大学の研究倫理審査の承認を受けて実

施した(番号 保大第 29－63)。 

 

C．研究結果 

C.1 W 県勤務医師に対する調査 

【対象者の概要】 

 A 氏(女性)は、医師として W 県に勤務して

おり、同県の保健福祉部局において部長職を

勤めている。 

 

【行政における業務】 

 一般の行政官と大きく変わるわけではな

い。部署としては、以前は医療政策・医療計

画・地域医療構想を含め、医療に重点をおい
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た課題が多かったが、近年では医療に限らず

健康全般に関する課題への対応が求められる

ようになってきた。 

 

【確保に関する現状と課題】 

 W 県において医師の確保は進んでおら

ず、医師職員は極めて限られている。県内の

政令指定都市の方がまだ医師職員数が多い。

県職員として医師に何を期待しどのような業

務を担って貰ったら良いか、あるいはどのよ

うな部署に配置するべきかと言うことが定ま

っていない。その点で、医師の役割明確化が

極めて重要である。現段階では、医師をひき

付けるだけの魅力を十分に発信できていな

い。 

 一方で、県職員としての業務には、臨床と

は違う意味での面白さや、県民のために尽く

すことが出来るという実感が得られる点や、

臨床医に比べてワークライフバランスを取り

やすいといった強みもある。実際、産休・育

休の取得や子育てをしている職員も多い。給

与も臨床医に比べて遜色がなく、待遇面でも

魅力はある。 

 医師の確保に向けたインターンシップの受

入などの受入も検討したが、現在の人員や業

務量では、受入態勢や受入プログラムを構築

することが困難である。現段階では、夏休み

の時期に 2 日間、医学部学生をインターンシ

ップとして受け入れているが、それ以上の期

間に渡って受け入れる場合、何らかのイベン

トが開催されている際などはよいが、そうで

ない時期にトレイニーを満足させられるプロ

グラムを構築することは困難である。 

  

【養成に関する現状と課題】 

 医師は中途採用される形になるが、本県で

は、他の一般事務職員が受講すべき初任者研

修等を免除されているため、本来行政職とし

て身につけているべき知識を持つ機会を失っ

ている場合がある。管理職になるためにも、

一般的には受講が必要な研修が免除されてい

る。医師とは言え、行政機関の中で業務を行

う上では、一般事務職員と同様の研修を受け

る必要があるのではないか。 

 また、先に指摘したとおり、医師の役割明

確化がされていないこともあり、将来的なキ

ャリアを見据えた育成プログラムが存在して

いない。他自治体の取り組みやプログラムが

あればぜひ参考にしたい。 

 育成を促す人事異動も出来ておらず、例え

ば保健所などの出先機関と本庁との交流がな

いのはよくない。 

 厚生労働省や国立保健医療科学院への研

修・出向などの機会があれば業務の幅や知識

も拡がるし、医師職員のモチベーションにも

繋がると思うが、本部局は人員もカツカツで

あり、現状ではなかなか研修のために時間を

割くことは困難である。 

 

C.2 X 県勤務医師に対する調査 

【対象者の概要】 

 B 氏(女性)は、医師として X 県に勤務して

おり、同県の保健福祉部局において部長職を

勤めている。同県赴任前は、厚生労働省に医

系技官として勤務していた。 

 

【確保に関する現状と課題】 

 X 県の当該部門で医師職として勤務してい

る者は、アドバイザーとして勤務する非常勤

職員を除いて、部長(本人)のみである。県内

で、医師職の必要性や役割についてが共有さ

れている状況ではない。部長自身も、厚生労
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働省からの出向の位置づけであり、いわゆる

「プロパー」としての医師職員は本庁内には

在籍していない。 

 本県では、保健所長のなり手も極めて少な

く、公衆衛生行政医師の確保は喫緊の課題で

ある。医師の確保は困難であるため、臨床を

続けて頂きつつ、公衆衛生領域にも関与して

頂けるようなキャリアパスを作るなど、臨床

医に対して参入ハードルを低くしないと改善

は困難ではないか。そのような制度を構築し

たい。 

 

【養成に関する現状と課題】 

 医師職員が在籍していないこともあり、養

成に関するプログラムは存在しない。厚生労

働省では、労働省と一体的な組織ということ

もあって女性が長く働き続けられることは重

視していたが、本県でどうかは何とも言えな

い。 

 教育の機会に関しては、本県ではかなり限

られるのではないか。公衆衛生医師の場合、

国内外で学びたいという想いを持つ者も多い

と思うが、学位を取るために休職すること

は、現状は困難かも知れない。 

 

C.3 X 県保健所勤務予定医師に対する調査 

【対象者の概要】 

 C 氏(女性)は乳児を含めて 3 人の子ども育て

つつ、X 県の病院に時短勤務をしている医師

である。自治医科大学出身であり、あと 3 年

弱の義務年限がある。前出の B 保健福祉部

長や同県人事担当者とも調整の上、2018 年

4 月より、臨床と保健所勤務を両立させるこ

とになった(共に時短勤務)。 

 

【確保に関する現状と課題】 

対象者自身は、公衆衛生自体には興味はあ

ったものの、今までのキャリアでは一般医療

機関で勤務をしており、行政経験はない。小

さい子どもと過ごす時間を増やすために自宅

近くで勤務するには、保健所しか選択肢がな

かったが、ジュネーブで知り合った女性医師

から「英国では診療所と保健所を兼務するス

タイルの医師がいる。」と言うことを聞い

て、そのような業務スタイルの検討を始め

た。自治医科大学の派遣規定には「知事の指

定する医療機関または保健所」とあり、保健

所勤務についても義務年限における業務対象

となる。 

なお、X 県においては、県の地域医療支援

センターがキャリア支援制度を設けており、

医学生や若手医師に対して様々な支援をして

いる。例えば地域医療医師修学資金も設けて

おり、知事が指定する県内医療機関や医師不

足地域で 9 年間医師業務に従事することを条

件として、貸与された資金の返還が免除され

ている。しかし X 県では臨床医自体が少な

いことから、今まで行政医師・保健所医師と

して派遣された例はほぼ皆無だった。しか

し、公衆衛生行政医師は比較的ワークライフ

バランスが取りやすい点などから、妊娠・出

産の時期に該当する女性医師の働き方として

は、価値が高いのではないか。特に、属人性

の高い臨床医と違って、行政職における業務

は役職に紐付いたものが多いことも、その一

因である。 

ただし一般の医師にとって、医療行政職の

業務は不透明で分かりづらい。その点では、

ドラマや漫画などを通じて公衆衛生行政医師

の業務やフィールドを端的に示すことが、公

衆衛生行政医師を希望する者の拡大に効果的

ではないか。 
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厚生労働省の医系技官では、一般の医療機

関や大学との人事交流制度がある。このよう

な制度が県レベルでもあれば、もう少し公衆

衛生行政職に対するハードルが低くなるので

はないかと考えられる。 

 

【養成に関する現状と課題】 

 保健所長を志す場合、原則として国立保健

医療科学院(埼玉県和光市)が開講する「【専門

課程Ⅰ】保健福祉行政管理分野－分割前期

(基礎)」を受講する必要がある。受講期間は

約 4 ヶ月であるが、同院まで通学することは

不可能である。地域の実情や、子育てなど医

師の家庭環境に配慮した、例えばオンライン

研修などが充実することで、このような課題

を乗りこえられるのではないか。 

 

C.4 Y 県保健所長に対する調査 

【対象者の概要】 

 D 氏(男性)は Y 県の T 保健所に勤務する保

健所長である。また、全国保健所長会におい

て、公衆衛生行政医師、特に保健所医師の確

保に向けた取り組みを行っている。 

 

【確保に関する現状と課題】 

全国保健所長会などでも、様々な取り組み

をしているが、医師の確保に向けたターゲッ

トが限られているのが現状である。例えば、

保健所医師募集のポスターを作成しても、そ

の張り先が限られる。例えば、大学の公衆衛

生学教室などはあるが、その他に広報ができ

る場を確保することが困難である。 

その他の機会としては、例えばレジナビな

どに出展することも考えられる。厚生労働省

のブースには参加者が集まっており、公衆衛

生行政に対する関心のある医師・学生はいる

が、自治体毎に地域差もあることから、一律

に保健所医師の業務を説明することは難しい

が、自治体毎に出展することも予算的に難し

いため、最近は自治体毎にチラシやパンフレ

ットを準備している。 

 保健所長会では若手医師や医学生を対象と

したサマーセミナーを開催しており、近年で

は参加者が増加している。昨年度(2017 年度)

は学生が 15 人ほど参加しており、公衆衛生

行政に対する学生の潜在的な関心は高いので

はないか。 

保健所医師のキャリアに対するその他の広

報として、ソーシャルメディア(facebook や

twitter など)を使った方法も検討しており、

一部では試行している。しかし、公務員ゆえ

に情報発信のしづらさがある。保健所実務の

上でも、情報発信源として有効ではあるが、

業務分掌の点からも扱いづらいのが現状であ

る。 

公衆衛生行政医師のキャリアを広めるため

のメディア戦略という意味では、ドクターヘ

リがドラマで一般の認知度が飛躍的に高まっ

たように、公衆衛生医師がドラマで取り上げ

られたら良いとは思う。 

臨床医師に比べて、公衆衛生行政医師のほ

うが週末にしっかり休みを取ることができる

のは、臨床時代から比べると感動的ですらあ

る。病院では自分の患者が 24 時間入院して

いるので気が休まらないところがあるが、し

っかりと休みを取ることができることは、公

衆衛生行政医師の魅力と言える。その反面、

ある意味で自由さが制限される。例えば、医

師の多くは他医療機関でアルバイトなどをや

っているが、公務員である以上は兼業ができ

ない。そういった不自由さはあるかもしれな

い。尤も、若手医師の多くは、QOL よりも
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むしろ、やり甲斐や、仕事で成し遂げられる

ことに関心が強い印象がある。その意味で、

やり甲斐をしっかり発信することが大切だと

思う。 

Y 県では、自治医科大学出身の医師の勤務

先として保健所も対象となっている。しか

し、保健所勤務は 2 年程度で臨床に戻って良

いとしているため、長期的に公衆衛生行政医

師として定着することが望めるわけではな

い。ただ、自治医科大学のケースに限らず、

行政と臨床との人事交流のような仕組みはあ

ってもいいのではないか。 

Y 県の場合、各保健所の定員は 2 名だが、

大半で不足している。反面、以前の保健福祉

部長の方針もあり、本庁に勤務する医師は比

較的多い。私(対象者)も本庁の勤務経験があ

るが、本庁でなければできない案件も色々と

ある。県下全体を対象とする大きな仕事が多

いので、ダイナミックでやりがいのある仕事

ができる。ただし、そのようなやり甲斐を、

いかに臨床医に伝える、理解してもらう、と

言う点が難しい。 

 

【養成に関する現状と課題】 

 社会医学系専門医制度が始まるのに際し

て、公衆衛生行政医師のコンピテンシーにつ

いて改めて検討したところ、あまりはっきり

していないのではないかということになり、

議論を行い、公衆衛生医師のコンピテンシー

を定めている。しかし、特に規模の小さな自

治体などでは、研修プログラムを策定し、実

際に始動することはかなり困難である。 

 特に求められる能力としては、まず医師の

アイデンティティとして基本的な臨床能力が

不可欠である。そのほかに疫学や調査研究能

力など公衆衛生に直結する能力も重要だが、

もう一つ重要な点がコミュニケーション能力

ではないか。社会医学をやる上では、様々な

ステイクホルダーを納得させる必要がある。

その先には、議会対応をはじめ行政マンとし

ての能力が絶対に必要になる。 

しかし、指導者の側には問題がある場合が

多い。私(対象者)自身は Y 県に技師という職

位で就職した後、下積み期間を経てから保健

所長になった。しかし、比較的長い期間臨床

医として活躍されて、セカンドキャリアとし

て行政職に移る医師の場合、それまでの経歴

を踏まえて最初から課長補佐級などの職位で

奉職する場合もある。そのようなケースで

は、いわゆる行政マンとしての能力を滋養す

る機会が限られてしまう。Y 県では、医師で

あっても、本来は一般行政職と一緒に研修を

受講する必要がある。しかし、医師自身が、

多忙を理由にして受講を回避することがあ

り、大きな課題だと考えている。 

社会医学系専門医の制度ができたことは、

公衆衛生行政医師の確保と育成の上で良いこ

とだが、今後、行政の中で働きながら専門医

を取得することが出来るような育成システム

を構築することが必要となる。 

今までも公衆衛生行政医師の確保・育成に

関する調査を行ってきた。しかし、公衆衛生

行政医師を辞めてしまった人に対してはリー

チ出来ていない。育成の課題を探る上では、

そのようなヒトを対象とした調査も必要では

ないか。 

 

C.5 Z 県保健所長に対する調査 

【対象者の概要】 

 E 氏(女性)は、Z 県の中核市が運営する保

健所の所長として勤務している。 
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【確保に関する現状と課題】 

 行政機関に勤務する医師は、全体の約 1％

に過ぎず、大学の同期でも、行政医師として

勤務しているのは私(対象者)一人だけであ

る。Z 県の公衆衛生行政医師は比較的多く、

都市部では同様の傾向が見られるようであ

る。地方だとどうしても地域内での異動が女

性医師にとってネックになるのに対して、都

市部であれば職住が近いことが影響している

のではないか。 

 一方で、中核市に就職してしまうと、全く

異動がなくなってしまい、交流も限られてし

まう。その意味では、より柔軟な人事交流が

必要だと思う。 

 臨床では、都道府県レベルで医師の地域偏

在を緩和するために協議会を開催することに

なったが、公衆衛生行政医師もそのような枠

組みが求められる。その中で、大学也一般臨

床との人事交流も考えられるかも知れない。

高知県や京都府などでは、既に実施されてい

るようだ。 

 専門医制度でも同様だが、大学との連携は

一つの課題となっている。各大学の強みや研

究領域などがよく見えず、どの様な連携をし

ていったら良いかが分からない。そのあたり

の見える化が必要だろう。 

 女性医師などで、結婚や出産を機に退職し

てしまった潜在医師は結構多いと思う。その

ような医師も、ひょっとすると公衆衛生行政

医師のなり手として可能性があるのではない

だろうか。 

 

【養成に関する現状と課題】 

臨床の専門医になる上では、外科系であれ

ば手術を何件やるとか、どんな症例を何件経

験するとか、そういったマイルストーンが示

されている。公衆衛生行政医師でも、そのよ

うなものをつくることができないかと検討し

ている。指導医の側も、若手医師にどの様な

経験をさせたらいいか分からないこともある

ので、言わばキャリアラダーのようなものを

作成する必要があると思う。 

他にも、公衆衛生行政医師の育成の在り方

を考える上では、行政医師を辞めてしまった

方に対しても聞き取りができればいいと思

う。本当は行政医師としてやりたかったのに

やれなかったことなどが恐らくあるはず。そ

のあたりを明らかにできたらと考えている。 

 

D．考察 

 本インタビュー調査の結果から、公衆衛生

行政医師の確保と育成において、いくつかの

課題が明確になった。 

 臨床医や医学生において公衆衛生や行政医

師職に対する認知度や関心は現時点で低いも

のの、関心を持つ者は増加しつつある可能性

がある。しかしインタビューの結果、医師を

確保する上で、公衆衛生行政医師業務の魅力

を医師・医学生に対して十分に伝えることが

出来ていないという課題が明確になった。調

査結果からは、行政における業務が臨床とは

違った面白さがあり、やりがいに加えてワー

クライフバランスを取りやすいことなど、待

遇面においても公衆衛生行政医師のキャリア

には十分に魅力があることが示された反面、

その魅力を伝える方策に苦慮している状況が

窺われた。その対策として調査対象者から

は、ソーシャルメディアの活用や、ドラマや

映画、漫画などを使って公衆衛生行政医師業

務のやりがいを幅広く訴求する方法が提案さ

れた。しかし、ソーシャルメディアについて

は行政機関内の権限や職掌の観点などから、
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現状では効果的な活用が困難である。また、

ドラマなどで公衆衛生行政医師が取り上げら

れる機会を一方的に待つことも現実的ではな

い。魅力を広く伝えるためには、ターゲット

セグメンテーションを明確に行い、各セグメ

ントに適したプロモーションを行うなど、マ

ーケティング手法を活用した公衆衛生医師業

務のブランディング戦略を検討する必要があ

る。 

 調査結果に拠れば、公衆衛生行政医師職は

比較的ワークライフバランスを取りやすく、

とりわけ妊娠・出産・子育ての時期にある女

性医師にとって、働き方のひとつとなり得る

ことが示唆された。現時点では、妊娠・出産

を経て臨床を諦め、潜在医師となってしまっ

ている女性医師の存在も見込まれる。このよ

うに、有為な人材でありながらも臨床医とし

ての勤務継続が困難なセグメントを対象とし

て、集中的な情報発信を行うことが求められ

るのではないか。 

 また、臨床から完全に離れることには抵抗

があっても、有限の期間であれば公衆衛生行

政医師としてのキャリアを構築することに関

心を示す臨床医も存在することが示唆され

た。いくつかの自治体では先行して行われて

いるが、臨床と公衆衛生行政との間での人事

交流など、分野や地域を超えた柔軟な人事交

流制度を構築することは、公衆衛生行政医師

としての間口を拡げる上でも効果的である可

能性が高い。 

 公衆衛生行政医師の育成に関しては、一貫

して将来的なキャリア設計に基づいた「育成

プログラム」や「研修機会」の欠如について

指摘があった。育成プログラムの欠如要因と

しては、そもそも公衆衛生行政医師の役割明

確化が進んでいないことや長期的なキャリア

設計が曖昧なことが挙げられる。そこで、社

会医学系専門医研修プログラムや、同プログ

ラムで定めるコンピテンシーなどを参考にし

つつ、公衆衛生行政医師のキャリアパスを構

築することが喫緊の課題であると考えられ

る。具体的なキャリアパスを明示する上で

は、例えば平成 28 年に厚生労働省の「保健

師に係る研修のあり方等に関する検討会」が

定めた「自治体保健師の標準的なキャリアラ

ダー」などを参考に、公衆衛生行政医師にお

いてキャリアラダーを策定することもひとつ

の方法である。 

なお、年長の医師が必ずしも指導医として

の素質を備えていなかったり、指導医の立場

にあるもの自体が公衆衛生行政医師のコンピ

テンシーを理解していない場合もあり、指導

医の不足も課題となっている。指導医が限定

されている現状では、臨床医を育成する臨床

研修制度のように、公衆衛生行政医師を育成

する機関を一定の地域単位で集約化・拠点化

したり、人事交流制度を構築した上で指導医

たる医師が在籍する機関に、地域を越えて若

手医師を派遣するシステムを検討することも

考えられる。 

また、研修機会の欠如については、人的・

予算的制約や職務上の制約から、まとまった

時間を割いて外部研修に参加することが困難

であることが挙げられる。改善に当たって、

公衆衛生行政医師のコンピテンシーや育成プ

ログラムと連動して、継続的な研修機会の必

要性を明確にすることが求められる。その上

で、オンサイトの研修機会に限らず、オンラ

イン講習機会の提供も有効であることが示唆

された。例えば、国立保健医療科学院が開設

する講座や、社会医学系専門医協会が提供す

る社会医学系専門医研修プログラムにオンラ
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イン研修制度を設けたり、国内外の公衆衛生

大学院等と連携して、オンラインプログラム

を開設するなどが検討できる。 

行政機関に勤務する以上、医師であっても

「行政マン」としての基礎知識や能力の滋養

は不可欠であるが、自治体内における内部研

修への参加が必須でなかったり、必須であっ

たとしても参加を拒否する医師の存在が指摘

された。この点は、一般行政職と同様の研修

は原則として必須とし、その点が育成プログ

ラムに組み込まれていることが望ましい。 

本調査は、5 人の公衆衛生行政医師を対象

として実施した。しかし、自治体や地域、ま

た自治体本庁と保健所などで、その実情が異

なることから、本調査から得られた知見の適

用範囲は限定される可能性がある。しかし、

本調査対象者は、地域・役職に加えて、性別

や年齢も様々である。従って、本インタビュ

ーからは多様な意見を聴取できたと考えてい

る。 

本調査から公衆衛生行政医師の確保と育成

の課題について導出したが、その対策につい

ては、まだ検討が不十分であり、対策の有効

性についても、今後妥当性や実現可能性など

の観点から検証が必要である。 

 

E．結論 

医師確保の課題として、公衆衛生行政医師

業務の魅力を効果的に発信できていないこと

が示唆された反面、やりがいやワークライフ

バランスの観点から一定のセグメントにおい

ては公衆衛生行政医師としての潜在的ななり

手がいることや、組織や地域を越えた人材交

流の枠組みを構築することによって、医師確

保を促進しうることが分かった。また、育成

上の課題として、「育成プログラム」や「研

修機会」の欠如が挙げられ、公衆衛生行政医

師のコンピテンシーを明確にした上で、キャ

リアラダーなどを用いて行政医師としてのキ

ャリアパスを「見える化」する必要性や、オ

ンライン研修の充実及び自治体内研修受講の

義務化が重要であると考えられた。 
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厚生労働科学研究費補助金(健康安全･危機管理対策総合研究事業) 

分担研究報告書 

 

公衆衛生医師の確保に関する政策評価の試みと確保対策の検討 
 

研究分担者 吉村 健佑 国立保健医療科学院 主任研究官 

研究分担者 佐藤 大介 国立保健医療科学院 主任研究官 

研究分担者 渡邊  亮 神奈川県立保健福祉大学 研究員 

研究代表者 吉田 穂波 神奈川県立保健福祉大学 准教授 

 

研究要旨：公衆衛生医師の人材確保・育成に向け、これまで多くの取り組みがされ

てきたが、現時点では十分に効果的と言える方策の開発には至っていない。そこで

本研究は本分野における政策評価の方法を提案することを最終的な目的とし、まず

はその準備段階として現行の厚生労働省の公衆衛生医師の確保対策の経緯をとりあ

げて、対策の要素と課題を抽出した。結果としてガイドラインやチェックツール、

好事例集の開発がされていることが分かった。一方で確保対策の課題も見られ、そ

の点について考察を加えた。 

 

 

A．研究目的 

1)背景・概況 

これまで公衆衛生医師の確保を目的として厚

生労働省、各自治体レベルにおいて、多くの

検討・取り組みがなされてきたが、現時点に

おいても十分に奏功してきたとは言い難い。

読売新聞 2017 年 12 月 25 日夕刊において

も、同誌の調査により得た結果より「保健所

長足りない」と題した記事を掲載している。

記事によると「公衆衛生活動の先頭に立つ保

健所の所長のなり手が不足し、全体（481 か

所）の約 1 割に当たる 21 道県計 49 保健所

で、所長が兼務状態になっている」と指摘

し、大きく取り上げている。これは公衆衛生

医師の不足が一般の関心事項になるほど拡大

していることを示すと考えられ、政策的な確

保対策の必要性がより一層求められる状況と

なり、今後もその傾向は継続すると考えられ

る。 

この様な社会情勢の中、現行の取り組みを見

直し、効果的な方法に絞った整理及び新たな

方策の模索を同時に進める必要がある。その

ためには、各自治体が政策評価の観点で取り

組みを評価・見直し、継続に取り組める方法

論の共有と各自治体の体制作りが求められ

る。 

 

2)目的 

本研究は、政策評価の観点から現時点での政

策的方策を可能な範囲で参照し、効果的な確

保対策の方法を明らかにすると同時に現行の

対策の課題の抽出と今後の対応策の案につい
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て整理を行うことを目的とする。 

 

3)意義と期待できる成果 

 研究事業初年度の成果として、まずは現在

実行されている公衆衛生医師の確保対策の政

策評価を行う準備を行う。具体的には厚生労

働省の取り組みの経緯をレビューして論点整

理を行い、今後より精緻な政策評価に繋げて

ゆく。ここでいう政策評価とは「セオリー評

価」「プロセス評価」「インパクト評価」「コ

スト・パフォーマンス評価」を指す(1)(2)。 

 

B．研究方法 

 研究班に関連の深い行政主体として厚生労

働省の取り組みを取り上げ、既存資料の収

集・分析を実施した。具体的には、ホームペ

ージ、審議等の過程で配布された検討資料、

議事録当を検討した。さらに、指針（ガイド

ライン）、実施要項、マニュアルなどを参考

にした。その中で主な成果物について整理し

た。 

 

(倫理面への配慮) 

 特に該当なし。 

 

C．研究結果 

1)厚生労働省における公衆衛生医師の確保対

策の概要 

主に厚生労働省のホームページ（3）によ

り情報収集して得られた中から、重要なもの

をいくつか紹介する。平成 17 年 1 月にまと

められた「公衆衛生医師の育成・確保ための

環境整備に関する検討会報告書」（4）は多く

の重要な指摘が含まれている。同報告書は平

成 16 年 8 月と 10 月に行われた、地方公共

団体、医育機関（公衆衛生学教授等）、公衆

衛生医師に対してのアンケートを基に作成さ

れ、23 ページからなる。中でも有用性が高

いのは、別紙としてつけられた自治体向けの

アクション・チェックリストである「公衆衛

生医師の育成・確保のための環境整備に関す

るチェックシート」である。以下に項目を示

す。 

(1) 公衆衛生医師の育成 

① 研修計画の策定 

② 人事異動及び人事交流を通じての

人材育成（ジョブ・ローテーショ

ン）の充実 

③ 研究事業への参加 

④ 保健所への医師の複数配置 

⑤ 各機関の連携 

⑥ 海外の公衆衛生及び留学に関する

情報提供 

⑦ 専門能力の向上・学位の授与 

⑧ 処遇の工夫 

(2) 公衆衛生医師の採用確保 

① 採用計画の策定による定期的な採

用 

② 募集方法の工夫 

③ 地方公共団体等での人事交流 

④ 公衆衛生医師確保推進登録事業の

活用 

(3) 公衆衛生医師の職務に関する普及啓発 

① 教育プログラムの工夫 

② 医育機関における進路説明会の活

用 

③ 卒後臨床研修（地域保健・医療）

の充実 

④ 生涯教育により臨床医への公衆衛

生知識の普及 

⑤ ホームページ等の媒体を活用した

普及啓発 
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このように整理されたツールがすでに開発

されていたが、自治体において十分な活用が

されているかは確認できていない。 

続いて取り上げるのは、平成 25 年度地域

保健総合推進事業の成果として平成 26 年 3

月 31 日に公開された「地方自治体における

公衆衛生医師の確保と育成に関するガイドラ

イン」(5)である。本ガイドラインは資料を

含めて 39 ページあり、以下の 4 点を基本的

な考え方として構成され、地方自治体の人事

担当者向けに作成されたとされている。 

(1) 公衆衛生医師の職務に関する普及・啓

発について 

(2) 公衆衛生医師の確保について 

(3) 公衆衛生医師の育成について 

(4) 公衆衛生医師の確保・育成のための推

進体制の整備と評価について 

 

とされる。さらに 2 ページに渡り「公衆衛

生医師の確保と育成に関するチェックリス

ト」も提示されている。また、本文中に繰り

返し【事例紹介】として取り組みが紹介され

ているのが特徴である。例えば、研修計画の

策定・運用の項目では「・毎月 1 回程度、主

に保健所医師を対象とした業務研修会（講

義・事例検討等）を開催。」などより具体的

に記載されている。 

 もう 1 点取り上げるのは、平成 27 年度

地域保健総合推進事業の成果物として 28 年

3 月に公開された「公衆衛生医師確保に向け

た取り組み事例集」（6）である。この事例集

は 18 ページからなり、作成の目的として

「全国で取り組まれている公衆衛生医師確保

のための方策を地域に紹介し、取組内容や工

夫などを参考に、自地域での医師確保策の工

夫につなげていただくことを目的に作成して

います（「Ⅰ.はじめに 1．事例集作成の目

的」より）」とあり、公衆衛生医師確保のポ

イントとして、図表を用いて 5 つの観点で簡

潔にまとめているのが特徴である。つまり、 

①公衆衛生医師のＰＲ 

②キャリアパスの提示 

③大学との連携 

④その他関係機関との連携 

⑤医師ネットワークの構築 

とされている。 

好事例として、青森県、群馬県、東京都、

京都府、大阪府、福岡県、長崎県の 7 つの都

府県が取り上げられ、取組の概要、取組の経

緯、具体的な取り組み内容、課題と展望とし

て整理されている。 

 

D．考察 

 取り上げた取り組みから考えられる課題と

対策案を採用する自治体側、医師側の問題に

整理しそれぞれに考察を加える。 

 

1 .採用する自治体側の課題と対策案 

まず、保健所長の不在や兼務となっている

現状に対して、自治体側の採用意欲や切迫感

がばらつき、濃淡がある。例えば「公衆衛生

医師確保に向けた取り組み事例集」に取り上

げられた 7 つの都府県の様に活発に取り組ん

でいる自治体もある一方で、そこまで到達し

ない自治体も多くあるのが現状である。対策

案として、厚生労働省側として、通知等によ

る働きかけや、厚生労働省健康局健康課公衆

衛生医師確保推進室の行っている「公衆衛生

医師確保推進登録事業」（マッチング事業）

（3）の拡充と周知が対策案として考えられ
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る。自治体の取り組みとしては、地域枠の医

師の義務年限の枠に公衆衛生医師としての勤

務期間を追加することも考えられる。現在、

ほぼ全ての都道府県において医師確保の為の

修学資金制度を整備しており、卒後概ね 9 年

間を義務年限とし、都道府県内での勤務を行

うことで返還義務を免除している場合が多く

みられる。公衆衛生医師としての勤務をもっ

て、義務年限の消化に充てるのである。これ

は自治体の取り組みとして可能であり、有効

な対策と考えられる。 

もう１つとしては、人口減少、交通アクセ

スの改善、住民の通信手段の充実を考える

と、対策案として現在整備されている保健所

の必要性を定量的に検討することによって、

場合によっては集約化につながることも考え

られる。人口分布や交通状況、さらにはテレ

ビ電話等、通信技術（ICT）の活用により保

健所数を見直し、集約して機能を向上図るの

は現実的と思われる。例えば医療法が規定す

る「2 次医療圏」は 340 余りである。この 2

次医療圏と各保健所の管区について整合をと

り、連携しやすくしてはどうだろうか。これ

により、保健所が約 140 か所減ることになり

集約される。利点としてはまさに「医療」と

「保健」の連携がなされることとなり、地域

包括ケアの推進にもつながるのではないか。

地域医療構想においても、地域医療調整会議

の事務局は都道府県であり、保健医療分野で

の都道府県のリーダーシップが求められてい

るのが現状である。これを好機として、保健

所の再編を行うのは合理的と考えられる。 

 

2.採用される医師側の課題と対策案 

まず、臨床医に比して公衆衛生医師の場合

のキャリアパスが不明瞭となりやすい。この

点においては平成 28 年度より「社会医学系

専門医」資格が立ち上がり、千葉県(7）や島

根県(8）での教育プログラムが立ち上がって

いる状況であり、改善しつつある。しかし一

方で社会医学系専門医を取得して後にどのよ

うな利点がありうるかは現時点では不透明で

ある。また、公衆衛生医師は自治体職員とし

て勤務しており、公衆衛生学修士号

（M.P.H.）や医学博士号（Ph.D.）の取得す

るタイミングも得にくいと考えられる。この

点の対策として、自治体と大学が連携して、

社会人大学院を整備して、M.P.H.や Ph.D.を

取得可能な働き方を提示することが考えられ

る。また、希望する公衆衛生医には自治体が

留学等のキャリアパスの設定やモデルケース

の提示を行う事も有効であろう。例えば、国

立感染症研究所が平成 11 年から整備し、研

修生を募集・採用する「実地疫学専門家養成

コース：FETP-J」（9）に参加することで、

ＷＨＯ本部などの国外研修を受ける事が出来

る。これと並行して、自治体も学位の取得や

学術的な発表などのアカデミックな活動や、

専門研修の修了に対して、積極的に人事評価

の対象としてゆく必要がある。 

今後の研究計画として、より幅広い確保対

策について事例を収集した上で、上記の考察

をふまえ、引き続きより精緻な政策評価の手

法の開発を行ってゆく予定である。 

 

E．結論 

公衆衛生医師の人材確保・育成に向け、こ

れまで多くの取り組みがされてきたが、現時

点では十分に効果的と言える方策の開発には

至っていない。そこで本研究は本分野におけ

る政策評価の方法を提案することを最終的な

目的とし、まずはその準備段階として現行の
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厚生労働省の公衆衛生医師の確保対策の経緯

をとりあげて、対策の要素と課題を抽出し

た。結果としてガイドラインやチェックツー

ル、好事例集の開発がされていることが分か

った。一方で確保対策の課題も見られ、「公

衆衛生医師確保推進登録事業」の拡充と周

知、公衆衛生行政医師に対し自治体と大学が

連携して学位を取得可能な働き方を提示する

ことが対策案として検討された。 
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